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（別紙６） 

更正等の根拠と適法性（被告の主張） 

第１ 原告Ｐ１ 

１ 原告Ｐ１更正処分の根拠（原告Ｐ１の平成１９年分の所得税に係る納付すべ

き税額等） 

(1) 総所得金額               １億０９０４万５３８３円  

上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの給与所得の金額及びウの雑

所得の金額と，エの長期譲渡所得の金額の２分の１に相当する金額３１２８

万３８１５円（甲Ｂイ２の２枚目「更正後の額」欄の「総合長期譲渡所得」

④欄参照）との合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 不動産所得の金額              １４８万６５１７円  

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ１の出資割合に応じた本件手数料免除益

の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額との合計額である。 

(ア) 原告Ｐ１の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

                       １２４万９５８８円  

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ１の出資割合

に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ１の平成１９年分の不動

産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

(イ) その他の不動産所得の金額          ２３万６９２９円  

上記金額は，本件組合の営む本件航空機の賃貸業務に係る賃貸料収入

のうち原告Ｐ１の出資割合に応じた部分の金額２０７万９０９０円か

ら，当該賃貸料収入に係る為替差損１２万６２１８円，支払手数料４万

４３５４円，支払利息１２７万５４８２円及び減価償却費２９万６１０

７円を差し引いた上で，租税特別措置法２５条の２第１項１号に規定す

る青色申告特別控除額１０万円を控除した後の残額である（甲Ｂイ３の
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１３枚目「１ 不動産所得の金額」欄参照）。 

イ 給与所得の金額              ３３９２万５０００円  

上記金額は，原告Ｐ１が確定申告書に記載した給与所得の金額と同額で

ある（甲Ｂイ２の２枚目「更正前の額」欄の「給与所得」②欄参照）。 

ウ 雑所得の金額               ４２３５万００５１円  

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ１の出資割合に応じた本件ローン債務免

除益の額及び(イ)の為替差益の額との合計額である。 

(ア) 原告Ｐ１の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

        ３８７４万８５３８円  

上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ１の出

資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ１の平成１９年分

の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

(イ) 為替差益の額               ３６０万１５１３円  

上記金額は,本件航空機の売却日における借入金及び未払金の残高に

係る同日の為替レートを基礎として算定された為替差益のうち，原告Ｐ

１の出資割合に応じた部分の金額である（甲Ｂイ１の１２枚目「※２」

の「為替差益」欄及び同３の９枚目「※１」参照）。 

エ 長期譲渡所得の金額            ６２５６万７６３０円  

上記金額は，所得税法３３条３項の規定に従って，次の(ア)の総収入金

額から，次の(イ)の取得費及び譲渡費用の額を差し引いた残額から，同条

４項に規定する譲渡所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２

条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）である。 

(ア) 総収入金額             １億２３８１万３９７７円  

上記金額は，本件航空機の売却に係る収入金額のうち原告Ｐ１の出資

割合に応じた部分の金額９１８１万３９７７円と，原告Ｐ１が平成１９
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年中に行った船舶の売却に係る収入金額３２００万円との合計額である

（甲Ｂイ３の１３枚目「４(1)」参照）。 

(イ) 取得費及び譲渡費用の額         ６０７４万６３４７円  

上記金額は，本件航空機の取得費（未償却残高）１５５７万７９２１

円，弁護士費用２３万９７１８円及び売却調整金５８万５０８９円並び

に上記(ア)の船舶の取得費（未償却残高）４４３４万３６１９円の合計

額である（甲Ｂイ３の１３及び１４枚目の「４(2)」参照）。 

(2) 所得控除の額の合計額             １５２万５８３４円  

上記金額は，原告Ｐ１が確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同

額である（甲Ｂイ２の２枚目「更正前の額」欄の「所得控除額の計」⑱欄参

照）。 

(3) 課税される所得金額（課税総所得金額）  １億０７５１万９０００円  

上記金額は，上記(1)の総所得金額１億０９０４万５３８３円から上記(2) 

の所得控除の額の合計額１５２万５８３４円を控除した後の金額（国税通則

法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

(4) 納付すべき税額               ３０１９万１３００円  

上記金額は，次のアの算出税額から，イの源泉徴収税額を差し引いた後の

金額（国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨て

た後のもの）である。 

ア 算出税額                 ４０２１万１６００円  

上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１億０７５１万９０００円に所得

税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税率を乗

じて算出した金額である。 

イ 源泉徴収税額               １００２万０２９０円  

上記金額は，原告Ｐ１が確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であ
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る（甲Ｂイ２の２枚目「更正前の額」欄の「源泉徴収税額」㉜欄参照）。 

２ 原告Ｐ１更正処分の適法性 

原告Ｐ１の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(4)で述べ

たとおり３０１９万１３００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ１更正処分

における納付すべき税額（甲Ｂイ２の２枚目「更正後の額」欄の「納付すべき

税額」㊱欄参照）と同額であるから，原告Ｐ１更正処分は適法である。 

３ 原告Ｐ１賦課決定処分の根拠 

上記２のとおり，原告Ｐ１更正処分は適法であるところ，原告Ｐ１が原告Ｐ

１更正処分により新たに納付すべきこととなった税額１６６０万８８００円

（甲Ｂイ２の１枚目「本税の額」欄参照）については，その計算の基礎となっ

た事実のうちに原告Ｐ１更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったこ

とについて国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められ

るものがあるとは認められない。 

したがって，原告Ｐ１更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，

同条１項の規定に基づき，原告Ｐ１更正処分によって新たに納付すべきことと

なった税額１６６０万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を

切り捨てた後のもの）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１６６

万円である。 

４ 原告Ｐ１賦課決定処分の適法性 

原告Ｐ１の平成１９年分の所得税に係る過少申告加算税の額は，上記３のと

おり１６６万円であるところ，当該金額は，原告Ｐ１賦課決定処分における過

少申告加算税の額（甲Ｂイ２の１枚目「過少申告加算税」欄参照）と同額であ

るから，原告Ｐ１課決定処分は適法である。 

第２ 原告Ｐ２ 

１ 原告Ｐ２更正処分の根拠（原告Ｐ２の平成１９年分の所得税に係る納付すべ

き税額等） 
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(1) 総所得金額                 ８３２４万４９１２円  

上記金額は，次のアの事業所得の金額（損失の額）をイの不動産所得の金

額及びウの雑所得の金額と損益通算（所得税法６９条１項及び同法施行令１

９８条）した後の金額と，エの長期譲渡所得の金額の２分の１に相当する金

額３７９４万１２７２円（甲Ｂロ２の３枚目「更正前の額」欄の「総合長期

譲渡所得」④欄参照）との合計額である（同法２２条２項）。 

ア 事業所得の金額               △５８万９６３６円  

上記金額は，原告Ｐ２が確定申告書に記載した事業所得の金額と同額で

ある（甲Ｂロ２の３枚目「更正前の額」欄の「事業所得」①欄参照）。な

お，金額の前の△は，損失の額を表す。 

イ 不動産所得の金額              １７８万０１２７円  

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ２の出資割合に応じた本件手数料免除益

の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 

(ア) 原告Ｐ２の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

         １２４万９５８８円  

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ２の出資割合

に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ２の平成１９年分の不動

産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

(イ) その他の不動産所得の金額          ５３万０５３９円  

上記金額は，原告Ｐ２が確定申告書に記載した不動産所得の金額と同

額であり（甲Ｂロ２の３枚目「更正前の額」欄の「不動産所得」②欄参

照），この不動産所得には，本件組合による本件航空機の貸付けに係る

所得が含まれている。 

ウ 雑所得の金額               ４４１１万３１４９円  

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ２の出資割合に応じた本件ローン債務免
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除益の額及び(イ)のその他の雑所得の金額の合計額である。 

(ア) 原告Ｐ２の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

        ３８７４万８５３８円  

上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ２の出

資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ２の平成１９年分

の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

(イ) その他の雑所得の金額           ５３６万４６１１円  

上記金額は，原告Ｐ２が確定申告書に記載した雑所得の金額４５３６

万２７３７円から，前記イ(ア)の原告Ｐ２の出資割合に応じた本件手数

料免除益の額１２４万９５８８円及び上記(ア)の原告Ｐ２の出資割合に

応じた本件ローン債務免除益の額３８７４万８５３８円を差し引いた後

の金額である（甲Ｂロ４の１・１８枚目「更正の請求」欄の「雑所得の

金額」欄参照）。 

エ 長期譲渡所得の金額            ７５８８万２５４４円  

上記金額は，原告Ｐ２が確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）と同額であり，

この長期譲渡所得には，本件組合の清算に当たってされた本件航空機の売

却による所得が含まれている。 

(2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ４９３万７４９３円  

上記金額は，原告Ｐ２が確定申告書に記載した株式等の譲渡所得等の金額

と同額である（甲Ｂロ２の３枚目「更正前の額」欄の「上場株式等所得」⑦

欄参照）。 

(3) 先物取引に係る雑所得等の金額                ０円  

上記金額は，原告Ｐ２が確定申告書に記載した金額と同額である（甲Ｂロ

２の３枚目「更正前の額」欄の「先物取引所得」⑧欄参照）。 
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(4) 所得控除の額の合計額              ９２万６００４円  

上記金額は，次のアの社会保険料控除の額及びイのその他の所得控除の額

の合計額である。 

ア 社会保険料控除の額              ４５万８６００円  

上記金額は，原告Ｐ２が更正の請求に係る請求書に記載した社会保険料

控除の金額と同額である（甲Ｂロ２の３枚目「更正後の額」欄の「社会保

険料控除」⑩欄参照）。 

イ その他の所得控除の額             ４６万７４０４円  

上記金額は，原告Ｐ２が確定申告書に記載した生命保険料控除の額５万

円，地震保険料控除の額３万７４０４円及び基礎控除の額３８万円の合計

額である。 

(5) 課税される所得金額 

ア 課税総所得金額              ８２３１万８０００円  

上記金額は，上記(1)の総所得金額８３２４万４９１２円から上記(4)の

所得控除の額の合計額９２万６００４円を控除した後の金額（国税通則法

１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    ４９３万７０００円  

上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額４９３万７４９３

円から国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り

捨てた後の金額である。 

ウ 先物取引に係る課税雑所得等の金額             ０円  

上記金額は，上記(3)の先物取引に係る雑所得等の金額が０円であること

から０円となる。 

(6) 納付すべき税額               ２９１４万５０００円  

上記金額は，次のアの算出税額からイの源泉徴収税額を差し引いた後の金
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額（国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。 

ア 算出税額                 ３０４７万６７９０円  

上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の上場株

式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額       ３０１３万１２００円  

上記金額は，前記(5)アの課税総所得金額８２３１万８０００円に所得

税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

  ３４万５５９０円  

上記金額は，前記(5)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額４９

３万７０００円に租税特別措置法３７条の１１第１項に規定する税率

（７％）を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 先物取引に係る課税雑所得等の金額に対する税額      ０円  

上記金額は，前記(5)ウの先物取引に係る課税雑所得等の金額が０円で

あることから０円となる。 

イ 源泉徴収税額                １３３万１７１２円  

上記金額は，原告Ｐ２が確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であ

る（甲Ｂロ２の３枚目「更正前の額」欄の「源泉徴収税額」㉜欄参照）。 

２ 原告Ｐ２更正処分の適法性 

原告Ｐ２の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(6)で述べ

たとおり２９１４万５０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ２更正処分

における納付すべき税額（甲Ｂロ２の３枚目「更正後の額」欄の「納付すべき

税額」㊱欄参照）と同額であるから，原告Ｐ２更正処分は適法である。 

第３ 原告Ｐ３ 
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１ 原告Ｐ３通知処分の根拠（原告Ｐ３の平成１９年分の所得税に係る納付すべ

き税額等） 

(1) 総所得金額                 ８２１１万３１６９円  

上記金額は，次のアの不動産所得の金額及びイの雑所得の金額と，ウの長

期譲渡所得の金額の２分の１に相当する金額３８１１万２８６０円の合計額

である（所得税法２２条２項）。 

ア 不動産所得の金額              １６５万０２５８円  

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ３の出資割合に応じた本件手数料免除益

の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 

(ア) 原告Ｐ３の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

         １２４万９５８８円  

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ３の出資割合

に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ３の平成１９年分の不動

産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

(イ) その他の不動産所得の金額          ４０万０６７０円  

上記金額は，原告Ｐ３が確定申告書に記載した不動産所得の金額と同

額であり，この不動産所得は，本件組合による本件航空機の貸付けに係

る所得である。 

イ 雑所得の金額               ４２３５万００５１円  

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ３の出資割合に応じた本件ローン債務免

除益の額と及び(イ)の為替差益の額との合計額である。 

(ア) 原告Ｐ３の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

        ３８７４万８５３８円  

上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ３の出
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資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ３の平成１９年分

の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

(イ) 為替差益の額               ３６０万１５１３円  

上記金額は,本件航空機の売却日における借入金及び未払金の残高に

係る同日の為替レートを基礎として算定された為替差益のうち，原告Ｐ

３の出資割合に応じた部分の金額である（甲Ｂハ１の１２枚目「※２」

の「為替差益」欄及び甲Ｂハ３の９枚目「※１」参照）。 

ウ 長期譲渡所得の金額            ７６２２万５７２１円  

上記金額は，原告Ｐ３が確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）と同額であり，

この長期譲渡所得は，本件組合の清算に当たってされた本件航空機の売却

による所得である。 

(2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ３８７万７９１０円  

上記金額は，原告Ｐ３が確定申告書に記載した株式等の譲渡所得等の金額

と同額である。 

(3) 所得控除の額の合計額             ２１８万５８１６円  

上記金額は，原告Ｐ３が確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同

額である。 

(4) 課税される所得金額 

ア 課税総所得金額              ７９９２万７０００円  

上記金額は，上記(1)の総所得金額８２１１万３１６９円から上記(3)の

所得控除の額の合計額２１８万５８１６円を控除した後の金額（国税通則

法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のも

の）である。 

イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    ３８７万７０００円  

上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額３８７万７９１０
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円から，国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切

り捨てた後の金額である。 

(5) 納付すべき税額               ２９４４万６１００円  

上記金額は，次のアの課税総所得金額に対する税額及びイの上場株式等に

係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額（国税通則法１１９条１項

の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

ア 課税総所得金額に対する税額        ２９１７万４８００円  

上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額７９９２万７０００円に所得税

法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税率を乗じ

て算出した金額である。 

イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

   ２７万１３９０円  

上記金額は，前記(4)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額３８７

万７０００円に租税特別措置法３７条の１１第１項に規定する税率（７％）

を乗じて算出した金額である。 

２ 原告Ｐ３通知処分の適法性 

原告Ｐ３の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(5)で述べ

たとおり２９４４万６１００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ３確定申告

における納付すべき税額と同額であるから，原告Ｐ３通知処分は適法である。 

第４ 原告Ｐ４ 

１ 原告Ｐ４更正処分の根拠（原告Ｐ４の平成１９年分の所得税に係る納付す

べき税額等） 

    (1) 総所得金額              ３億９１６８万５５６７円 

        上記金額は，次のアの事業所得の金額，イの不動産所得の金額及びウの

雑所得の金額と，エの長期譲渡所得の金額の２分の１に相当する金額７６

４７万８７０４円（甲Ｂニ２の２枚目「更正前の額」欄の「総合譲渡所得」
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④欄参照）との合計額である（所得税法２２条２項）。 

      ア 事業所得の金額            ２億２７５３万８５４０円 

          上記金額は，原告Ｐ４が確定申告書に記載した事業所得の金額と同額

である（甲Ｂニ２の２枚目「更正前の額」欄の「事業所得」①欄参照）。 

      イ 不動産所得の金額              ２８５万０５１０円 

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ４の出資割合に応じた本件手数料免除

益の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 

        (ア) 原告Ｐ４の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

２４９万９１７６円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を

受けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ４の出資

割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ４の平成１９年分

の不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の不動産所得の金額         ３５万１３３４円 

            上記金額は，原告Ｐ４が確定申告書に記載した不動産所得の金額と

同額であり（甲Ｂニ２の２枚目「更正前の額」欄の「不動産所得」②

欄参照），この不動産所得の金額は，本件組合による本件航空機の貸

付けに係る所得である。 

      ウ 雑所得の金額               ８４８１万７８１３円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ４の出資割合に応じた本件ローン債務

免除益の額及び(イ)のその他の雑所得の金額の合計額である。 

        (ア) 原告Ｐ４の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

７７４９万７０７６円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為

を受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ４

の出資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ４の平成１
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９年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の雑所得の金額          ７３２万０７３７円  

            上記金額は，原告Ｐ４が確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である（甲Ｂニ２の２枚目「更正前の額」欄の「雑所得」③欄参照）。 

      エ 長期譲渡所得の金額          １億５２９５万７４０９円 

          上記金額は，原告Ｐ４が確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）と同額であ

り，この長期譲渡所得は，本件組合の清算に当たってされた本件航空機

の売却による所得である。 

      オ 一時所得の金額                      ０円  

          原告Ｐ４は，確定申告書において，原告Ｐ４の出資割合に応じた本件

ローン債務免除益の額７７４９万７０７６円及び原告Ｐ４の出資割合に

応じた本件手数料免除益の額２４９万９１７６円の合計額７９９９万６

２５２円を一時所得に係る総収入金額として申告しているが，原告Ｐ４

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益は雑所得に係る総収入金額に

算入すべき金額に，原告Ｐ４の出資割合に応じた本件手数料免除益は不

動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額にそれぞれ該当するから，

原告Ｐ４の一時所得の金額は０円となる。 

    (2) 所得控除の額の合計額            ２３２万９５１５円 

上記金額は，原告Ｐ４が確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額である（甲Ｂニ２の２枚目「更正前の額」欄の「所得控除額の計」⑱

欄参照）。 

    (3) 課税される所得金額（課税総所得金額）  ３億８９３５万６０００円 

        上記金額は，上記(1)の総所得金額３億９１６８万５５６７円から上記

(2) の所得控除の額の合計額２３２万９５１５円を控除した後の金額（国

税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後
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のもの）である。 

    (4) 納付すべき税額              ９７１１万５９００円 

        上記金額は，次のアの算出税額から，イの源泉徴収税額を差し引いた後

の金額（国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り

捨てた後のもの）からウの予定納税額を差し引いた後の金額である。 

      ア 算出税額               １億５２９４万６４００円 

          上記金額は，上記(3)の課税総所得金額３億８９３５万６０００円に所

得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

      イ 源泉徴収税額                ８３７万０８１５円 

          上記金額は，原告Ｐ４が確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

ある（甲Ｂニ２の２枚目「更正前の額」欄の「源泉徴収税額」㉜欄参照）。 

      ウ 予定納税額                ４７４５万９６００円  

          上記金額は，原告Ｐ４が確定申告書に記載した予定納税額（第１期分

及び第２期分の合計額）と同額である（甲Ｂニ２の２枚目「更正前の額」

欄の「予定納税額」㉞㉟欄参照）。 

  ２ 原告Ｐ４更正処分の適法性 

      原告Ｐ４の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(4)で述

べたとおり９７１１万５９００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ４更正

処分における納付すべき税額（甲Ｂニ２の２枚目「更正後の額」欄の「納付

すべき税額」㊱欄参照）と同額であるから，原告Ｐ４更正処分は適法である。 

  ３ 原告Ｐ４賦課決定処分の根拠 

      上記２のとおり，原告Ｐ４更正処分は適法であるところ，原告Ｐ４が原告

Ｐ４更正処分により新たに納付すべきこととなった税額１６０９万９６００

円（甲Ｂニ２の１枚目「本税の額」欄参照）については，その計算の基礎と

なった事実のうちに原告Ｐ４更正処分前の税額の計算の基礎とされていなか
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ったことについて国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると

認められるものがあるとは認められない。 

      したがって，原告Ｐ４更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，

同条１項の規定に基づき，原告Ｐ４が原告Ｐ４更正処分によって新たに納付

すべきこととなった税額１６０９万円（同法１１８条３項の規定により１万

円未満の端数を切り捨てた後のもの）に，１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額１６０万９０００円である。 

  ４ 原告Ｐ４賦課決定処分の適法性 

     原告Ｐ４の平成１９年分の所得税の過少申告加算税の額は，上記３のとお

り１６０万９０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ４賦課決定処分に

おける過少申告加算税の額（甲Ｂニ２の１枚目「過少申告加算税」欄参照）

と同額であるから，原告Ｐ４賦課決定処分は適法である。 

第５ 原告Ｐ５ 

１ 原告Ｐ５更正処分の根拠（原告Ｐ５の平成１９年分の所得税に係る納付すべ

き税額等） 

    (1) 総所得金額               １億４４３０万７５０１円  

        上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの給与所得の金額及びウの雑

所得の金額と，エの長期譲渡所得の金額の２分の１に相当する金額３７４５

万５６２４円（甲Ｂホ２の６枚目「更正前の額」欄の「総合長期譲渡所得」

④欄参照）との合計額である（所得税法２２条２項）。 

      ア 不動産所得の金額             ３２４２万４９５４円  

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ５の出資割合に応じた本件手数料免除益

の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 

        (ア) 原告Ｐ５の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

１２４万９５８８円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受
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けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ５の出資割合

に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ５の平成１９年分の不動

産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の不動産所得の金額        ３１１７万５３６６円  

            上記金額は，原告Ｐ５が確定申告書に記載した不動産所得の金額と同

額であり（甲Ｂホ２の６枚目「更正前の額」欄の「不動産所得」①欄参

照），この不動産所得には，本件組合による本件航空機の貸付けに係る

所得の金額が含まれている。 

      イ 給与所得の金額              ３１７４万００００円 

          上記金額は，原告Ｐ５が確定申告書に記載した給与所得の金額と同額で

ある（甲Ｂホ２の６枚目「更正前の額」欄の「給与所得」②欄参照）。 

      ウ 雑所得の金額               ４２６８万６９２３円  

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ５の出資割合に応じた本件ローン債務免

除益の額及び(イ)のその他の雑所得との金額の合計額である。 

        (ア) 原告Ｐ５の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

３８７４万８５３８円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ５の出

資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ５の平成１９年分

の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の雑所得の金額           ３９３万８３８５円 

            上記金額は,原告Ｐ５が確定申告書に記載した雑所得の金額と同額で

ある（甲Ｂホ２の６枚目「更正前の額」欄の「雑所得」③欄参照）。 

      エ 長期譲渡所得の金額            ７４９１万１２４９円  

          上記金額は，原告Ｐ５が確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）と同額であ
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り，この長期譲渡所得は，本件組合の清算に当たってされた本件航空機の

売却による所得である。 

      オ 一時所得の金額                      ０円  

          原告Ｐ５は，確定申告書において，原告Ｐ５の出資割合に応じた本件ロ

ーン債務免除益の額３８７４万８５３８円及び原告Ｐ５の出資割合に応

じた本件手数料免除益の額１２４万９５８８円の合計額３９９９万８１

２６円を一時所得に係る総収入金額として申告しているが，原告Ｐ５の出

資割合に応じた本件ローン債務免除益は雑所得に係る総収入金額に算入

すべき金額に，原告Ｐ５の出資割合に応じた本件手数料免除益は不動産所

得に係る総収入金額に算入すべき金額にそれぞれ該当するから，原告Ｐ５

の一時所得の金額は０円となる。 

    (2) 所得控除の額の合計額             ４８２万７８２２円  

        上記金額は，原告Ｐ５が確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同

額である（甲Ｂホ２の６枚目「更正前の額」欄の「所得控除額の計」⑱欄参

照）。 

    (3) 課税される所得金額（課税総所得金額）  １億３９４７万９０００円  

        上記金額は，上記(1)の総所得金額１億４４３０万７５０１円から上記(2) 

の所得控除の額の合計額４８２万７８２２円を控除した後の金額（国税通則

法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

    (4) 納付すべき税額               ４２５８万６６００円  

        上記金額は，次のアの算出税額からイの源泉徴収税額を差し引いた後の金

額（国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）からウの予定納税額を差し引いた後の金額である。 

      ア 算出税額                 ５２９９万５６００円  

          上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１億３９４７万９０００円に所得
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税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税率を乗

じて算出した金額である。 

      イ 源泉徴収税額                ７５４万９８００円  

          上記金額は，原告Ｐ５が確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であ

る（甲Ｂホ２の６枚目｢更正前の額｣欄の｢源泉徴収税額｣㉜欄参照）。 

      ウ 予定納税額                 ２８５万９２００円  

          上記金額は，原告Ｐ５が確定申告書に記載した予定納税額（第１期分及

び第２期分の合計額）と同額である（甲Ｂホ２の６枚目「更正前の額」欄

の「予定納税額」㉞㉟欄参照）。 

  ２ 原告Ｐ５更正処分の適法性 

      原告Ｐ５の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(4)で述べ

たとおり４２５８万６６００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ５更正処分

における納付すべき税額（甲Ｂホ２の６枚目「更正後の額」欄の「納付すべき

税額」㊱欄参照）と同額であるから，原告Ｐ５更正処分は適法である。 

  ３ 原告Ｐ５賦課決定処分の根拠 

      上記２のとおり，原告Ｐ５更正処分は適法であるところ，原告Ｐ５が原告Ｐ

５更正処分により新たに納付すべきこととなった税額８０９万９６００円（甲

Ｂホ２の１枚目「本税の額」欄参照）については，その計算の基礎となった事

実のうちに原告Ｐ５更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことに

ついて国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められるも

のがあるとは認められない。 

      したがって，原告Ｐ５更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，

同条１項の規定に基づき，原告Ｐ５が原告Ｐ５更正処分によって新たに納付す

べきこととなった税額８０９万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満

の端数を切り捨てた後のもの）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した金

額８０万９０００円である。 
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  ４ 原告Ｐ５賦課決定処分の適法性 

      原告Ｐ５の平成１９年分の所得税に係る過少申告加算税の額は，上記３のと

おり８０万９０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ５賦課決定処分にお

ける過少申告加算税の額（甲Ｂホ２の１枚目「過少申告加算税」欄参照）と同

額であるから，原告Ｐ５賦課決定処分は適法である。 

第６ 原告Ｐ６ 

１ 原告Ｐ６更正処分の根拠（原告Ｐ６の平成１９年分の所得税に係る納付すべ

き税額等） 

(1) 総所得金額                             １億４６５６万９４４２円 

上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの給与所得の金額及びウの雑

所得の金額と，エの長期譲渡所得の金額の２分の１に相当する金額３８０８

万７８７７円（甲Ｂヘ２の５枚目「更正前の額」欄の「総合譲渡・一時所得」

④欄の金額５７８３万６９４０円のうち３８０８万７８７７円）との合計額

である（所得税法２２条２項）。 

ア 不動産所得の金額             １０７１万５０９２円 

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ６の出資割合に応じた本件手数料免除益

の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 

(ア) 原告Ｐ６の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

１２４万９５８８円 

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ６の出資割合

に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ６の平成１９年分の不動

産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

(イ) その他の不動産所得の金額         ９４６万５５０４円 

上記金額は，原告Ｐ６が確定申告書及び修正申告書に記載した不動産

所得の金額と同額であり（甲Ｂヘ２の５枚目「更正前の額」欄の「不動



91 

産所得」①欄参照），この不動産所得には，本件組合による本件航空機

の貸付けに係る所得が含まれている。 

イ 給与所得の金額              ３７８５万８０００円 

上記金額は，原告Ｐ６が確定申告書及び修正申告書に記載した給与所得

の金額と同額である（甲Ｂヘ２の５枚目「更正前の額」欄の「給与所得」

②欄参照）。 

ウ 雑所得の金額               ５９９０万８４７３円 

上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ６の出資割合に応じた本件ローン債務免

除益の額及び(イ)のその他の雑所得の金額の合計額である。 

(ア) 原告Ｐ６の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

３８７４万８５３８円  

上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ６の出

資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ６の平成１９年分

の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

(イ)  その他の雑所得の金額         ２１１５万９９３５円  

上記金額は，原告Ｐ６が確定申告書及び修正申告書に記載した雑所得

の金額と同額である（甲Ｂヘ２の５枚目「更正前の額」欄の「雑所得」

③欄参照）。 

エ 長期譲渡所得の金額            ７６１７万５７５５円 

上記金額は，原告Ｐ６が確定申告書及び修正申告書に記載した長期譲渡

所得の金額（所得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）

と同額であり，この長期譲渡所得は，本件組合の清算に当たってされた本

件航空機の売却による所得である。 

オ 一時所得の金額                      ０円  

原告Ｐ６は，確定申告書及び修正申告書において，原告Ｐ６の出資割合
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に応じた本件ローン債務免除益の額３８７４万８５３８円及び原告Ｐ６の

出資割合に応じた本件手数料免除益の額１２４万９５８８円の合計額３９

９９万８１２６円を一時所得に係る総収入金額として申告しているが，原

告Ｐ６の出資割合に応じた本件ローン債務免除益は雑所得に係る総収入金

額に算入すべき金額に，原告Ｐ６の出資割合に応じた本件手数料免除益は

不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額にそれぞれ該当するから，

原告Ｐ６の一時所得の金額は０円となる。 

(2) 上場株式等の譲渡所得等の金額        ３３１２万６７２１円 

上記金額は，原告Ｐ６が修正申告書に記載した株式等の譲渡所得等の金額

と同額である（甲Ｂヘ２の５枚目「更正前の額」欄の「分離課税株式等の譲

渡所得」⑳欄参照）。 

(3) 所得控除の額の合計額                          ２９８万３１６５円 

上記金額は，原告Ｐ６が確定申告書及び修正申告書に記載した所得控除の

額の合計額と同額である（甲Ｂへ２の５枚目「更正前の額」欄の「所得控除

額の計」⑱欄参照）。 

(4)  課税される所得金額 

ア 課税総所得金額                    １億４３５８万６０００円 

上記金額は，上記(1)の総所得金額１億４６５６万９４４２円から上記

(3) の所得控除の額の合計額２９８万３１６５円を控除した後の金額（国

税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後

のもの）である。 

イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    ３３１２万６０００円 

上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額３３１２万６７２

１円から国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切

り捨てた後の金額である。 

(5) 納付すべき税額                              ４５３２万５２００円 
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上記金額は，次のアの算出税額からイの源泉徴収税額を差し引いた後の金

額（国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。 

ア 算出税額                      ５６９５万７２２０円 

上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の上場株

式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額       ５４６３万８４００円 

上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額１億４３５８万６０００円に

所得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税

率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

 ２３１万８８２０円 

上記金額は，前記(4)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額３３

１２万６０００円に租税特別措置法３７条の１１第１項に規定する税率

（７％）を乗じて算出した金額である。 

イ 源泉徴収税額                １１６３万１９３７円 

上記金額は，原告Ｐ６が確定申告書及び修正申告書に記載した源泉徴収

税額と同額である（甲Ｂヘ２の５枚目「更正前の額」欄の「源泉徴収税額」

㉞欄参照）。 

２ 原告Ｐ６更正処分の適法性 

原告Ｐ６の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(5)で述べ

たとおり４５３２万５２００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ６更正処分

における納付すべき税額（甲Ｂヘ２の５枚目「更正後の額」欄の「納付すべき

税額」㊳欄参照）と同額であるから，原告Ｐ６更正処分は適法である。 

３ 原告Ｐ６賦課決定処分の根拠 

上記２のとおり，原告Ｐ６更正処分は適法であるところ，原告Ｐ６が原告Ｐ
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６更正処分により新たに納付すべきこととなった税額８０９万９６００円（甲

Ｂヘ２の１枚目「本税の額」欄参照）については，その計算の基礎となった事

実のうちに原告Ｐ６更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことに

ついて国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められるも

のがあるとは認められない。 

したがって，原告Ｐ６更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，

同条１項の規定に基づき，原告Ｐ６が原告Ｐ６更正処分によって新たに納付す

べきことになった税額８０９万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満

の端数を切り捨てた後のもの）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した金

額８０万９０００円である。 

４ 原告Ｐ６賦課決定処分の適法性 

原告Ｐ６の平成１９年分の所得税に係る過少申告加算税の額は，上記３のと

おり８０万９０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ６賦課決定処分にお

ける過少申告加算税の額（甲Ｂヘ２の１枚目「過少申告加算税」欄参照）と同

額であるから，原告Ｐ６賦課決定処分は適法である。 

第７ 原告Ｐ７ 

１ 原告Ｐ７更正処分の根拠（原告Ｐ７の平成１９年分の所得税に係る納付す

べき税額等） 

    (1) 総所得金額              １億８７１１万１２２６円 

上記金額は，次のアの不動産所得の金額及びイの雑所得の金額と，ウの

長期譲渡所得の金額の２分の１に相当する金額１億１７７０万０９０５円

（甲Ｂト２の２枚目「更正前の額」欄の「総合長期譲渡所得」③欄参照）

との合計額である（所得税法２２条２項）。 

      ア 不動産所得の金額              ５４５万０２９６円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ７の出資割合に応じた本件手数料免除

益の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 
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        (ア) 原告Ｐ７の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

２１２万４３００円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を

受けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ７の出資

割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ７の平成１９年分

の不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ)  その他の不動産所得の金額       ３３２万５９９６円 

            上記金額は，原告Ｐ７が確定申告書に記載した不動産所得の金額と

同額であり（甲Ｂト２の２枚目「更正前の額」欄の「不動産所得」①

欄参照），この不動産所得は，本件組合による本件航空機の貸付けに

係る所得である。 

      イ 雑所得の金額               ６３９６万００２５円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ７の出資割合に応じた本件ローン債務

免除益の額から(イ)のその他の雑所得の金額（損失の金額）を控除した

金額である。 

(ア) 原告Ｐ７の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

６５８７万２５１４円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為

を受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ７

の出資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ７の平成１

９年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の雑所得の金額         △１９１万２４８９円 

            上記金額は，原告Ｐ７が確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。なお，金額の前の△は損失の金額を表す。 

      ウ 長期譲渡所得の金額          ２億３５４０万１８１１円 

          上記金額は，原告Ｐ７が確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額（所
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得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）と同額であ

り，この長期譲渡所得の金額には，本件組合の清算に当たってされた本

件航空機の売却による所得の金額が含まれている。 

      エ 一時所得の金額                      ０円 

          原告Ｐ７は，確定申告書において，原告Ｐ７の出資割合に応じた本件

ローン債務免除益の額６５８７万２５１４円及び原告Ｐ７の出資割合に

応じた本件手数料免除益の額２１２万４３００円の合計額６７９９万６

８１４円を一時所得に係る総収入金額として申告しているが，原告Ｐ７

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益は雑所得に係る総収入金額に

算入すべき金額に，原告Ｐ７の出資割合に応じた本件手数料免除益は不

動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額にそれぞれ該当するから，

原告Ｐ７の一時所得の金額は０円となる。 

    (2) 所得控除の額の合計額            ２６５万１５３０円 

        上記金額は，原告Ｐ７が確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額である（甲Ｂト２の２枚目「更正前の額」欄の「所得控除額の計」⑱

欄参照）。 

    (3) 課税される所得金額（課税総所得金額）  １億８４４５万９０００円 

        上記金額は，上記(1)の総所得金額１億８７１１万１２２６円から上記

(2)の所得控除の額の合計額２６５万１５３０円を控除した後の金額（国税

通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。 

    (4) 納付すべき税額              ７０９８万７６００円 

        上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１億８４４５万９０００円に所得

税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税率を乗じ

て算出した金額である。 

  ２ 原告Ｐ７更正処分の適法性 
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      原告Ｐ７の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(4)のと

おり７０９８万７６００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ７更正処分に

おける納付すべき税額（甲Ｂト２の２枚目「更正後の額」欄の「納付すべき

税額」㊱欄参照）と同額であるから，原告Ｐ７更正処分は適法である。 

  ３ 原告Ｐ７賦課決定処分の根拠 

      上記２のとおり，原告Ｐ７更正処分は適法であるところ，原告Ｐ７が原告

Ｐ７更正処分により新たに納付すべきこととなった税額１２９３万４４００

円（甲Ｂト２の１枚目「本税の額」欄参照）については，その計算の基礎と

なった事実のうちに原告Ｐ７更正処分前の税額の計算の基礎とされていなか

ったことについて，国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」がある

と認められるものがあるとは認められない。 

      したがって，原告Ｐ７更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，

同条１項の規定に基づき，原告Ｐ７が原告Ｐ７更正処分によって新たに納付

すべきこととなった税額１２９３万円（同法１１８条３項の規定により１万

円未満の端数を切り捨てた後のもの）に，１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額１２９万３０００円である。 

  ４ 原告Ｐ７賦課決定処分の適法性 

      原告Ｐ７の平成１９年分の所得税に係る過少申告加算税の額は，上記３の

とおり１２９万３０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ７賦課決定処

分における過少申告加算税の額（甲Ｂト２の１枚目「過少申告加算税」欄参

照）と同額であるから，原告Ｐ７賦課決定処分は適法である。 

第８ 原告Ｐ８ 

１ 原告Ｐ８更正処分の根拠（原告Ｐ８の平成１９年分の所得税に係る納付すべ

き税額等） 

    (1) 総所得金額               ３億２１５７万６６５１円 

        上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの配当所得の金額，ウの給与
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所得の金額及びエの雑所得の金額と，オの長期譲渡所得の金額の２分の１に

相当する金額１億０６０２万０７００円（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」

欄の「総合譲渡所得」⑤欄参照）との合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 不動産所得の金額              ３２４万５９５５円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ８の出資割合に応じた本件手数料免除益

の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 

        (ア)  原告Ｐ８の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

２４９万９１７６円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ８の出資割合

に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ８の平成１９年分の不動

産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ)  その他の不動産所得の金額         ７４万６７７９円 

            上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した不動産所得の金額と同

額であり（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄の「不動産所得」①欄参

照），この不動産所得は，本件組合による本件航空機の貸付けに係る所

得である。 

      イ 配当所得の金額              ３５６８万１３００円 

          上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した配当所得の金額と同額で

ある（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄の「配当所得」②欄参照）。 

      ウ 給与所得の金額              ９８３３万５０００円 

          上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した給与所得の金額と同額で

ある（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄の「給与所得」③欄参照）。 

      エ 雑所得の金額               ７８２９万３６９６円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ８の出資割合に応じた本件ローン債務免

除益の額及び(イ)のその他の雑所得の金額の合計額である。 
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        (ア) 原告Ｐ８の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

７７４９万７０７６円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ８の出

資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ８の平成１９年分

の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の雑所得の金額            ７９万６６２０円 

            上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した雑所得の金額と同額で

ある（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄の「雑所得」④欄参照）。 

オ 長期譲渡所得の金額          ２億１２０４万１４０１円 

          上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）と同額であ

り，この長期譲渡所得は，本件組合の清算に当たってされた本件航空機の

売却による所得である。 

      カ 一時所得の金額                      ０円 

          原告Ｐ８は，確定申告書において，原告Ｐ８の出資割合に応じた本件ロ

ーン債務免除益の額７７４９万７０７６円及び原告Ｐ８の出資割合に応

じた本件手数料免除益の額２４９万９１７６円の合計額７９９９万６２

５２円を一時所得に係る総収入金額として申告しているが，原告Ｐ８の出

資割合に応じた本件ローン債務免除益は雑所得に係る総収入金額に算入

すべき金額に，原告Ｐ８の出資割合に応じた本件手数料免除益は不動産所

得に係る総収入金額に算入すべき金額にそれぞれ該当するから，原告Ｐ８

の一時所得の金額は０円となる。 

    (2) 株式等に係る譲渡所得等の金額                ０円 

        上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の

金額と同額である（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄の「株式等の譲渡所
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得」⑧欄参照）。 

    (3) 所得控除の額の合計額             ３１３万７３６６円 

        上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同

額である（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄の「所得控除額の計」⑱欄参

照）。 

    (4) 課税される所得金額 

      ア 課税総所得金額           ３億１８４３万円９０００円 

          上記金額は，上記(1)の総所得金額３億２１５７万６６５１円から上記

(3)の所得控除の額の合計額３１３万７３６６円を控除した後の金額（国

税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。 

      イ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額             ０円 

          上記金額は，上記(2)の株式等に係る譲渡所得等の金額が０円であること

から０円となる。 

    (5) 納付すべき税額               ７６３４万３３００円 

        上記金額は，次のアの算出税額から，イの配当控除の額及びウの源泉徴収

税額の各金額を差し引いた後の金額（国税通則法１１９条１項の規定により

１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）からエの予定納税額を差し引い

た後の金額である。 

      ア 算出税額               １億２４５７万９６００円 

          上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の株式等

に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

        (ア)  課税総所得金額に対する税額    １億２４５７万９６００円 

            上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額３億１８４３万円９０００円

に所得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 
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        (イ)  株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額     ０円 

            上記金額は，前記(4)イの株式等に係る課税譲渡所得等の金額が０円で

あることから０円となる。 

      イ 配当控除の額                １７８万４０６５円 

          上記金額は，上記(1)イの配当所得の金額３５６８万１３００円に，所得

税法９２条１項の規定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額

であり，原告Ｐ８が確定申告書に記載した配当控除の金額と同額である

（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄の「配当控除」㉖欄参照）。 

      ウ 源泉徴収税額               ４２６６万７１８４円 

          上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であ

る（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄の「源泉徴収税額」㉜欄参照）。 

      エ 予定納税額                 ３７８万５０００円 

          上記金額は，原告Ｐ８が確定申告書に記載した予定納税額（第１期分及

び第２期分の合計額）と同額である（甲Ｂチ２の５枚目「更正前の額」欄

の「予定納税額」㉞㉟欄参照）。 

  ２ 原告Ｐ８更正処分の適法性 

      原告Ｐ８の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(5)で述べ

たとおり７６３４万３３００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ８更正処分

における納付すべき税額（甲Ｂチ２の５枚目「更正後の額」欄の「納付すべき

税額」㊱欄参照）と同額であるから，原告Ｐ８更正処分は適法である。 

  ３ 原告Ｐ８賦課決定処分の根拠 

      上記２のとおり，原告Ｐ８更正処分は適法であるところ，原告Ｐ８が原告Ｐ

８更正処分により新たに納付すべきこととなった税額１６０９万９２００円

（甲Ｂチ２の１枚目「本税の額」欄参照）については，その計算の基礎となっ

た事実のうちに原告Ｐ８更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったこ

とについて国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められ
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るものがあるとは認められない。 

      したがって，原告Ｐ８更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，

同条１項の規定に基づき，原告Ｐ８が原告Ｐ８更正処分によって新たに納付す

べきこととなった税額１６０９万円（同法１１８条３項の規定により１万円未

満の端数を切り捨てた後のもの）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した

金額１６０万９０００円である。 

  ４ 原告Ｐ８賦課決定処分の適法性 

      原告Ｐ８の平成１９年分の所得税に係る過少申告加算税の額は，上記３のと

おり１６０万９０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ８賦課決定処分に

おける過少申告加算税の額（甲Ｂチ２の１枚目「過少申告加算税」欄参照）と

同額であるから，原告Ｐ８賦課決定処分は適法である。 

第９ 原告Ｐ９ 

１ 原告Ｐ９更正処分の根拠（原告Ｐ９の平成１９年分の所得税に係る納付すべ

き税額等） 

    (1) 総所得金額               １億８３５８万５３７７円 

        上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの配当所得の金額，ウの給与

所得の金額及びエの雑所得の金額と，オの長期譲渡所得の金額の２分の１に

相当する金額５２５３万７８７３円（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の

「総合譲渡・一時所得」⑤欄の金額８０２８万６５６１円のうち５２５３万

７８２３円）との合計額である（所得税法２２条２項）。 

   ア 不動産所得の金額              １９２万２４４３円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ９の出資割合に応じた本件手数料免除益

の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 

        (ア) 原告Ｐ９の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

１７４万９４２３円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受
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けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ９の出資割合

に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ９の平成１９年分の不動

産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の不動産所得の金額          １７万３０２０円 

            上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した不動産所得の金額と同

額であり（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の「不動産所得」①欄参

照），この不動産所得は，本件組合による本件航空機の貸付けによる所

得である。 

      イ 配当所得の金額              １１９５万２０００円 

       上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した配当所得の金額と同額で

ある（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の「配当所得」②欄参照）。 

      ウ 給与所得の金額              ５５３０万００００円 

        上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した給与所得の金額と同額で

ある（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の「給与所得」③欄参照）。 

      エ 雑所得の金額               ６１８７万３０６１円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ９の出資割合に応じた本件ローン債務免

除益の額及び(イ)のその他の雑所得の金額の合計額である。         

        (ア) 原告Ｐ９の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

５４２４万７９５３円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ９の出

資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ９の平成１９年分

の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の雑所得の金額           ７６２万５１０８円 

            上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した雑所得の金額と同額で

ある（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の「雑所得」④欄参照）。 
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      オ 長期譲渡所得の金額          １億０５０７万５７４７円  

          上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）と同額であ

り，この長期譲渡所得は，本件組合の清算に当たってされた本件航空機の

売却による所得である。 

      カ 一時所得の金額                      ０円 

          原告Ｐ９は，確定申告書において，原告Ｐ９の出資割合に応じた本件ロ

ーン債務免除益の額５４２４万７９５３円及び原告Ｐ９の出資割合に応

じた本件手数料免除益の額１７４万９４２３円の合計額５５９９万７３

７６円を一時所得に係る総収入金額として申告しているが，原告Ｐ９の出

資割合に応じた本件ローン債務免除益は雑所得に係る総収入金額に算入

すべき金額に，原告Ｐ９の出資割合に応じた本件手数料免除益は不動産所

得に係る総収入金額に算入すべき金額にそれぞれ該当するから，原告Ｐ９

の一時所得の金額は０円となる。 

    (2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ９３５万９６２１円 

        上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した株式等の譲渡所得等の金額

と同額である（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の「株式等の譲渡所得」

⑦欄参照）。 

(3) 所得控除の額の合計額             １２３万８８８０円 

        上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同

額である（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の「所得控除額の計」⑱欄参

照）。                               

    (4) 課税される所得金額 

      ア 課税総所得金額            １億８２３４万６０００円 

          上記金額は，上記(1)の総所得金額１億８３５８万５３７７円から上記

(3) の所得控除の額の合計額１２３万８８８０円を控除した後の金額
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（国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨

てた後のもの）である。 

      イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    ９３５万９０００円 

          上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額９３５万９６２１

円から国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切

り捨てた後の金額である。 

    (5) 納付すべき税額               ４８１９万７５００円 

        上記金額は，次のアの算出税額から，イの配当控除の額及びウの源泉徴収

税額を差し引いた後の金額（国税通則法１１９条１項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）からエの予定納税額を差し引いた後の金

額である。 

      ア 算出税額                 ７０７９万７５３０円 

          上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の上場株

式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

        (ア) 課税総所得金額に対する税額       ７０１４万２４００円 

            上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額１億８２３４万６０００円に

所得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税

率を乗じて算出した金額である。 

        (イ) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

  ６５万５１３０円 

            上記金額は，前記(4)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額９３

５万９０００円に租税特別措置法３７条の１１第１項に規定する税率

（７％）を乗じて算出した金額である。 

      イ 配当控除の額                    ５９万７６００円 

        上記金額は，前記(1)イの配当所得の金額１１９５万２０００円に，所得

税法９２条１項の規定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額
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であり，原告Ｐ９が確定申告書に記載した配当控除の金額と同額である

（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の「配当控除」㉖欄参照）。 

      ウ 源泉徴収税額               ２１２０万１３４０円 

          上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した源泉徴収税額の金額と同

額である（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄の「源泉徴収税額」㉜欄参

照）。 

      エ 予定納税額                  ８０万１０００円 

          上記金額は，原告Ｐ９が確定申告書に記載した予定納税額（第１期分及

び第２期分の合計額）と同額である（甲Ｂリ２の４枚目「更正前の額」欄

の「予定納税額」㉞㉟欄参照）。 

  ２ 原告Ｐ９更正処分の適法性 

      原告Ｐ９の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(5)で述べ

たとおり４８１９万７５００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ９更正処分

における納付すべき税額（甲Ｂリ２の４枚目「更正後の額」欄の「納付すべき

税額」㊱欄参照）と同額であるから，原告Ｐ９更正処分は適法である。 

 ３ 原告Ｐ９賦課決定処分の根拠 

      上記２のとおり，原告Ｐ９更正処分は適法であるところ，原告Ｐ９が原告Ｐ

９更正処分により新たに納付すべきこととなった税額１１２９万９６００円

（甲Ｂリ２の１枚目「本税の額」欄参照）については，その計算の基礎となっ

た事実のうちに原告Ｐ９更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったこ

とについて国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められ

るものがあるとは認められない。 

      したがって，原告Ｐ９更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，

同条１項の規定に基づき，原告Ｐ９が原告Ｐ９更正処分によって新たに納付す

べきこととなった税額１１２９万円（同法１１８条３項の規定により１万円未

満の端数を切り捨てた後のもの）に，１００分の１０の割合を乗じて算出した
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金額１１２万９０００円である。 

  ４ 原告Ｐ９賦課決定処分の適法性 

      原告Ｐ９の平成１９年分の所得税に係る過少申告加算税の額は，上記３のと

おり１１２万９０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ９賦課決定処分に

おける過少申告加算税の額（甲Ｂリ２の１枚目「過少申告加算税」欄参照）と

同額であるから，原告Ｐ９賦課決定処分は適法である。 

第10 原告Ｐ１０ 

１ 原告Ｐ１０更正処分の根拠（原告Ｐ１０の平成１９年分の所得税に係る納付

すべき税額等） 

    (1)  総所得金額               ４億７７８０万６６９２円 

        上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの配当所得の金額，ウの給与

所得の金額及びエの雑所得の金額と，オの長期譲渡所得の金額の２分の１に

相当する金額１億４４３１万９７９９円（甲Ｂヌ２の５枚目「更正前の額」

欄の「総合譲渡所得」⑤欄参照）との合計額である（所得税法２２条２項）。 

      ア 不動産所得の金額              ５６２万７８３１円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件手数料免除

益の額及び(イ)のその他の不動産所得の金額の合計額である。 

        (ア) 原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件手数料免除益の額 

３７４万８７６５円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，原告Ｐ１０の出資割

合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ１０の平成１９年分の

不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ) その他の不動産所得の金額         １８７万９０６６円 

            上記金額は，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した不動産所得の金額１

９７万９０６６円（甲Ｂヌ２の５枚目「更正前の額」欄の「不動産所得」
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①欄参照）から租税特別措置法２５条の２第１項１号に規定する青色申

告特別控除額１０万円を控除した後の金額であり，この不動産所得の金

額には，本件組合による本件航空機の貸付けに係る所得が含まれている。 

      イ 配当所得の金額              ８５６８万７８７５円 

          上記金額は，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した配当所得の金額と同額

である（甲Ｂヌ２の５枚目「更正前の額」欄の「配当所得」②欄参照）。 

      ウ 給与所得の金額            １億２１１３万５０００円 

          上記金額は，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

である（甲Ｂヌ２の５枚目「更正前の額」欄の「給与所得」③欄参照）。 

      エ 雑所得の金額             １億２１０３万６１８７円 

          上記金額は，次の(ア)の原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件ローン債務

免除益の額及び(イ)のその他の雑所得の金額の合計額である。 

        (ア) 原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の額 

１億１６２４万５６１２円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，原告Ｐ１０の

出資割合に応じた部分の金額であり，その全てが原告Ｐ１０の平成１９

年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべき金額に該当する。 

        (イ)  その他の雑所得の金額          ４７９万０５７５円 

            上記金額は，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である（甲Ｂヌ２の５枚目「更正前の額」欄の「雑所得」④欄参照）。 

      オ 長期譲渡所得の金額          ２億８８６３万９５９９円 

          上記金額は，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した長期譲渡所得の金額（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前の金額）と同額であ

り，この長期譲渡所得には，本件組合の清算に当たってされた本件航空機

の売却による所得が含まれている。 
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      カ 一時所得の金額                      ０円 

          原告Ｐ１０は，確定申告書において，原告Ｐ１０の出資割合に応じた本

件ローン債務免除益の額１億１６２４万５６１２円及び原告Ｐ１０の出

資割合に応じた本件手数料免除益の額３７４万８７６５円の合計額１億

１９９９万４３７７円を一時所得に係る総収入金額として申告している

が，原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件ローン債務免除益は雑所得に係る

総収入金額に算入すべき金額に，原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件手数

料免除益は不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額にそれぞれ該

当するから，原告Ｐ１０の一時所得の金額は０円となる。 

    (2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ２２２万４２８７円 

        上記金額は，原告Ｐ１０が株式等の取引を行っていたＰ２２証券株式会社

本店が発行した原告Ｐ１０に係る平成１９年分の年間取引報告書の記載を基

に，譲渡の対価の額５３９７万５０００円から取得費及び譲渡に要した費用

の額等５１７５万０７１３円を控除した金額である（甲Ｂヌ２の５枚目参

照）。 

    (3) 所得控除の額の合計額             ３０３万６１６６円  

        上記金額は，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額である（甲Ｂヌ２の５枚目「更正前の額」欄の「所得控除額の計」⑱欄

参照）。 

    (4) 課税される所得金額 

      ア 課税総所得金額            ４億７４７７万００００円 

          上記金額は，上記(1)の総所得金額４億７７８０万６６９２円から上記

(3) の所得控除の額の合計額３０３万６１６６円を控除した後の金額

（国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨

てた後のもの）である。 

      イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    １５８万００００円 
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          上記金額は，前記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額２２２万４２８７

円から原告Ｐ１０が確定申告書に記載した前年から繰り越された株式等

に係る譲渡損失の金額６４万３７２４円を控除した後の金額（国税通則法

１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

    (5) 納付すべき税額             １億１２９０万５０００円 

        上記金額は，次のアの算出税額から，イの配当控除の額及びウの源泉徴収

税額の各金額を差し引いた後の金額（国税通則法１１９条１項の規定により

１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）からエの予定納税額を差し引い

た後の金額である。 

      ア 算出税額               １億８７２２万２６００円 

          上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の上場株

式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

        (ア) 課税総所得金額に対する税額     １億８７１１万２０００円 

            上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額４億７４７７万円に所得税法

（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項の税率を乗じ

て算出した金額である。 

        (イ) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

  １１万０６００円 

            上記金額は，前記(4)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額１５

８万円に租税特別措置法３７条の１１第１項に規定する税率（７％）を

乗じて算出した金額である。 

      イ 配当控除の額                ４２８万４３９３円 

          上記金額は，上記(1)イの配当所得の金額８５６８万７８７５円に，所得

税法９２条１項の規定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額

であり，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した配当控除の金額と同額である
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（甲Ｂヌ２の５枚目「更正前の額」欄の「配当控除」㉖欄参照）。 

      ウ 源泉徴収税額               ６１８０万８３７６円 

          上記金額は，次の(ア)の上場株式等の譲渡所得等に係る源泉徴収税額及

び(イ)の(ア)以外の源泉徴収税額の各金額の合計額である。 

        (ア) 上場株式等の譲渡所得等に係る源泉徴収税額  １５万５６９７円 

            上記金額は，原告Ｐ１０が株式等の取引を行っていたＰ２２証券株式

会社本店が発行した原告Ｐ１０に係る平成１９年分の年間取引報告書に

源泉徴収税額として記載された金額である。 

        (イ) (ア)以外の源泉徴収税額         ６１６５万２６７９円 

            上記金額は，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した，原告Ｐ１０の保有

するＰ２３株式会社株式から生じる平成１９年分の配当所得に係る源泉

徴収税額１７１３万７５７５円及び原告Ｐ１０が同社から得た平成１９

年分の給与所得に係る源泉徴収税額４４５１万５１０４円の合計額であ

る。 

      エ 予定納税額                 ８２２万４８００円 

          上記金額は，原告Ｐ１０が確定申告書に記載した予定納税額（第１期分

及び第２期分の合計額）と同額である（甲Ｂヌ２の５枚目「更正前の額」

欄の「予定納税額」㉞㉟欄参照）。 

  ２ 原告Ｐ１０更正処分の適法性 

      原告Ｐ１０の平成１９年分の所得税に係る納付すべき税額は，上記１(5)で述

べたとおり１億１２９０万５０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ１０

更正処分における納付すべき税額（甲Ｂヌ２の５枚目「更正後の額」欄の「納

付すべき税額」㊱欄参照）と同額であるから，原告Ｐ１０更正処分は適法であ

る。 

  ３ 原告Ｐ１０賦課決定処分の根拠 

      上記２のとおり，原告Ｐ１０更正処分は適法であるところ，原告Ｐ１０が原
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告Ｐ１０更正処分により新たに納付すべきこととなった税額２４０５万８８０

０円（甲Ｂヌ２の１枚目「本税の額」欄参照）については，その計算の基礎と

なった事実のうちに原告Ｐ１０更正処分前の税額の計算の基礎とされていなか

ったことについて国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認

められるものがあるとは認められない。 

      したがって，原告Ｐ１０更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は，

同条１項の規定に基づき，原告Ｐ１０が原告Ｐ１０更正処分によって新たに納

付すべきこととなった税額２４０５万円（同法１１８条３項の規定により１万

円未満の端数を切り捨てた後のもの）に，１００分の１０の割合を乗じて算出

した金額２４０万５０００円である。 

  ４ 原告Ｐ１０賦課決定処分の適法性 

      原告Ｐ１０の平成１９年分の所得税に係る過少申告加算税の額は，上記３の

とおり２４０万５０００円であるところ，当該金額は，原告Ｐ１０賦課決定処

分における過少申告加算税の額（甲Ｂヌ２の１枚目「過少申告加算税」欄）と

同額であるから，原告Ｐ１０賦課決定処分は適法である。 

以上 
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（別紙７） 

被 告 の 主 張 

第１ 本件ローン債務免除益が一時所得に該当しないこと 

１ 基本的な考え方 

(1) 所得税法における所得区分の判断 

所得税法が，所得をその源泉ないし性質によって１０種類の所得に分類し

ているのは，所得はその性質や発生の態様によって担税力が異なるという前

提に立って，公平負担の観点から，各種の所得について，それぞれの担税力

の相違に応じた計算方法を定め，また，それぞれの態様に応じた課税方法を

定めるためであり，ある所得がどの所得区分に該当するかは，その所得の質

的担税力に関わる性質や発生の態様に基づいて判断されることとなる。 

ある所得が同法における所得区分のいずれに該当するかを判断するに当た

っては，当該所得が得られた直接的な原因（原因をなす行為等の事実やそれ

に対する法的評価）を重要な考慮要素としつつ，それ以外にも所得の性質や

発生の態様及びそれに関連する事実関係をも総合考慮した上で，事実関係に

即した法的評価を行い，利子所得ないし雑所得の１０種類の所得の意義・要

件を定めた同法２３条ないし３５条のいずれに該当するかをそれぞれ判断す

べきである。 

(2) 原告らは所得税法における所得区分の判断手法を正解していないこと 

ア 原告らは，所得税法における所得区分の判断手法に関して，「何らかの

継続的な行為等に関連してある所得が得られたという状況下で，その所得

の所得分類を現行の同法において判断するための要素は，その所得が得ら

れた直接的な原因」であると主張するが，上記(1)で述べたとおり，所得区

分は，所得が得られた直接的な原因のみで判断するものではない。 

イ また，原告らは，上記のとおり，一定の「状況下」にける所得区分の判

断手法を論じているが，そもそも，なぜ，原告らが主張するような「状況
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下」に限定した上で所得区分の判断を論じなければならないのか，その理

由が判然としないばかりか，このような「状況下」において生じた所得の

所得区分ですら，必ずしも直接的な原因のみで判断されていないことは，

裁判例からみても明らかである。 

２ 一時所得及び雑所得の要件等 

一時所得について定めた所得税法３４条１項の規定からすると，一時所得に

該当するというためには，利子所得ないし譲渡所得のいずれの所得にも該当し

ないこと（以下「除外要件」という。）を前提にして，①営利を目的とする継

続的行為から生じた所得以外の一時の所得であること（以下「非継続要件」と

いう。），②労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない

所得であること（以下「非対価要件」という。）の２つの要件をいずれも具備

していることが必要である。 

そして，同法３５条１項が，雑所得とは利子所得ないし一時所得のいずれに

も該当しない所得をいうと規定し，包括的所得概念の下，他の所得分類に該当

しないものは全てこの所得分類で受ける方法を採っていることからすれば，あ

る所得が一時所得か雑所得のいずれの所得に該当するかを判断する場合，非継

続要件及び非対価要件をいずれも充足する所得は一時所得となるが，上記要件

を一つでも充足しない場合は雑所得に該当することとなる。 

３ 本件ローン債務免除益は非継続要件を充足しないこと 

(1) 所得税法における非継続要件の変遷 

所得税法における一時所得に係る規定の変遷をみれば，一時所得という所

得種類が最初に登場するのは，昭和２２年の第二次改正（昭和２２年法律第

１４２号）後の旧所得税法であり，そこでは，「前各号以外の所得で営利を

目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得（以下一時所得とい

う。）」と規定されていたことから，非継続要件は，当初から「営利を目的

とする継続的行為から生じた所得以外の」と，「一時の所得」という２つの
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要素から成っていたことがうかがえるが，その表現は上記の改正以前から既

に所得税法に存在していたものである。 

すなわち，一時所得は，昭和２２年の第一次改正（昭和２２年法律第２７

号）に基づき制定された旧所得税法においては，非課税所得の１つとして掲

げられていたところ，その定義には上記と同様の表現が用いられており，更

に時代を遡れば，昭和１５年改正の所得税法（昭和１５年法律第２４号）に

おいて，「乙類の事業所得中営利を目的とする継続的行為より生じたるに非

ざる一時の所得」が非課税所得の１つとして掲げられ，それ以前の所得税法

（大正９年法律第１１号）においても，「営利の事業に属せざる一時の所得」

が非課税所得と位置づけられていた。 

(2) 非継続要件においては，「一時の」という文言によって性質上一回限りで

ある収入を特定した上で，「営利を目的とする継続的行為」という文言によ

って継続するとの外観がある一定の行為類型を除外していること 

 上記(1)で述べた規定の変遷を踏まえると，現行法の非継続要件の解釈に当

たって戦前の議論状況を全く無視することは不適切であり，戦前の所得税法

においても，「営利の事業に属せざる」という前段部分は，「一時の所得」

という後段部分とは異なる意味を有し，後段部分により示される範囲を限定

する役割を果たすものとの有力な見解が存在しており，そこでは，前段部分

は，具体的には，およそ所得を得ようとする活動に由来する所得は非課税と

されず，課税の対象とされていたのである。 

そして，戦前においては，「一時の」という文言によって，性質上，一回

限りである収入を（非課税となるものを見つけるために）特定した上で，「営

利の事業に属せざる」という文言により，継続するとの外観がある一定の行

為類型を除外するという扱いが行われていたことからすれば，現行所得税法

における非継続要件についても，そのような解釈が同様に当てはまるものと

いうべきであり，一定の行為類型に該当するか否かは，具体的な回数ではな
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く，継続的な活動の一環のものか否か，つまりは，営利活動により発生する

定期的，回帰的な所得かどうかにより判断すべきである。したがって，所得

税法３４条１項の「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時

の所得」という文言の指す範囲は，およそ性質上一度しか得られない収入を

指すものと理解すべきではない。 

(3) 本件ローン債務免除益は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」

であり非継続要件を充足しないこと 

ア 本件組合は任意組合に該当するところ，本件組合事業は，本件各組合員

による出資金及び本件借入金をもって本件航空機を取得し，これを賃貸，

管理，売却すること及びこれらに附帯する一切の業務を含むものであり，

これにより組合員相互の利益を図ることを目的とするものであるから，原

告らを含む本件各組合員が共同事業として営んでいた本件組合事業（航空

機賃貸事業）が「営利を目的とする継続的行為」に該当することは明らか

である。 

イ 加えて，本件ローン債務免除益が得られた直接的な原因は，本件組合と

本件融資銀行による債務免除の合意によるものであるが，先に述べたとお

り，その所得区分を判断するに当たっては，直接的な原因である債務免除

行為のみをもって判断すべきでなく，① 当該免除益の直接の発生原因で

ある本件組合と本件融資銀行による債務免除の合意に加え，② 本件ロー

ン契約の締結，③ 本件ローン契約に定められた義務の履行，④ ノン・

リコース条項の存在に加えて，⑤ これらの行為が本件組合事業の一環と

して行われたものであることといった所得の性質や発生の態様及びこれら

に関連する事実関係をも併せて総合的に検討すべきである。 

ウ そして，本件ローン債務免除益は，原告ら本件各組合員が営む本件組合

事業を遂行するに当たって不可欠な，言い換えれば原告らの業務の遂行上

欠かすことのできない本件航空機の取得資金を調達するために締結した本
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件ローン契約について，追加出資のリスクを回避するためにノン・リコー

ス条項が設けられていることを前提として，本件組合が本件ローン契約に

おいて定められた債務者としての義務を履行し続けたことにより，本件航

空機を売却した際にその売却代金を含む組合財産によって返済できなかっ

た本件ローン契約に係る残債務につき，本件融資銀行との間でその免除を

受ける合意が成立したことにより発生したものである。 

このように，本件ローン債務免除益は，原告らが営む航空機賃貸事業の

一環として生じたものであると認められるのであって，賃貸料収入等と同

様，営利事業から生じる定期的，回帰的な所得と把握し得るものである。

したがって，当該免除益は，「営利を目的とする継続的行為から生じた所

得」に該当することから，非継続要件を充足しない。 

(4) 原告らの主張は非継続要件を正解しないものであること 

ア 原告らは，「『営利を目的とする継続的行為』か否かは『所得の基礎（発

生原因）に源泉性を認めるに足る継続性，恒常性があるか否か，より具体

的にいえば，所得の基礎（発生原因）となった事実が繰り返し生じること

が予定されているか否か』により判断される」とした上で，「『一時の所

得』の発生が反復継続する場合には，『一時の所得』の基礎（発生原因）

に源泉性が認められるようになる」と主張する。 

しかしながら，上記(2)で述べたとおり，非継続要件を充足するというた

めには，単に一時の所得であることだけでは足りず，営利を目的とする継

続的行為から生じた所得以外のものとして，定期的，回帰的な所得と把握

し得る継続的な活動の一環から生じたもの以外のものでなければならない

と解すべきであるから，一時の所得自体が反復継続して得られる場合に限

り源泉性が認められるとする原告らの主張には理由がない。 

イ そして，原告らは，本件ローン債務免除益について，「本件のローン債

務免除行為は明らかに一回限りのものであり，債務免除益それ自体が反覆
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継続して取得され得るものではない」ことから，「一時所得に該当するた

めの非継続要件を満たしているものと判断される」とも主張するが，上記

(3)で述べたとおり，本件ローン債務免除益は，一回限りであっても，営利

事業から生じる定期的，回帰的な所得と把握し得るものであることから，

当該免除益は，営利を目的とする継続的行為から生じた所得に該当し，非

継続要件を充足しない。 

ウ したがって，原告らの主張はいずれも理由がない。 

４ 本件ローン債務免除益は非対価要件を充足しないこと 

(1) 非対価要件に係る規定の変遷 

一時所得という所得種類が最初に登場するのは，昭和２２年の第二次改正

（昭和２２年法律第１４２号）後の旧所得税法であるが，その際に現在の非

対価要件に相当する文言はなく，昭和２７年の改正（昭和２７年法律第５３

号）において，「一時の所得」を「一時の所得のうち労務その他役務の対価

たる性質を有しないもの」と改める形で導入されており，この改正の趣旨は，

アマチュア作家などの原稿料を一時所得に分類させず雑所得に分類させるよ

うにするところにあったとされる。 

非対価要件の文言が現在の形になったのは，旧所得税法が全面改正となっ

た昭和３９年の税制改正の時であり，この際に，「又は資産の譲渡」という

文言が「役務」の後に挿入されており，この改正の趣旨は，山林の伐採・譲

渡による所得がおよそ譲渡所得に分類され得ないとの前提がある中で，取得

後５年以内の山林の伐採・譲渡による所得を山林所得の範囲から除外するこ

とへの対応であったと説明されている。すなわち，そのままでは，取得後５

年以内の山林がまとめて譲渡されると，当該譲渡による所得が一時所得に分

類されてしまう可能性を排除するために，これに対処すべく，非対価要件が

修正されたものである。 

(2) 非対価要件は，ある者が別の者から何かを受け取る場合において，そこに



119 

牽連関係が存在したと認め得る状況があれば充足しないこと 

ア 所得税法３４条１項に規定する「労務その他の役務（中略）の対価とし

ての性質を有しない所得」については，「労務その他の役務」という規定

振りから明らかなように，役務は労務より広い意味内容を持つ。また，同

項は，労務その他の役務の対価としての「性質を有しないもの」と規定し

ており，対価そのものであることを要求するのではなく，対価としての性

質を有するか否かを問題としていることからすれば，「労務その他の役務

の対価としての性質」とは，直接的な対価関係より相対的に広い概念であ

り，具体的には，ある給付が人の地位及び職務に関連してされる場合も，

偶発的とはいえないものについては，非対価要件を充足しないと解すべき

である。 

イ また，非対価要件を充足するか否か，すなわち，労務その他の役務の対

価としての性質を有するか否かは，地位と受領との間の牽連性の有無によ

り決定されると解すべきであり，ある者が別の者から何らかを受け取る場

合において，そこに牽連関係が存在したと認め得る状況があれば非対価要

件を充足しないというべきである。 

ウ さらに，「職務や地位に関連して交付される経済的利益」における「労

務その他の役務」とは，「当該人が一般的な職務又は何らかの義務を伴う

地位」にあり，その地位を継続しつつ必要とされる時は当該責任を履行す

る関係，あるいは自らの判断で当該活動ができる関係にある場合において，

経済的な利益を供与する者が上記関係に着目して当該利益を与えた場合を

指すというべきであり，このような場合においては非対価要件を充足しな

いこととなる。 

エ 結局のところ，労務その他の役務の対価としての性質を有するといえる

ためには，ある者が別の者から何かを受け取る場合において，そこに牽連

関係が存在したと認め得る状況があれば足り，このような状況とは，例え
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ば，当該人が一般的な職務又は何らかの義務を伴う地位にあり，その地位

を継続しつつ必要とされる時は当該責任を履行する関係，あるいは自らの

判断で当該活動ができる関係が存在したと認めることができる状況を指す

というべきである。 

そうすると，経済的な利益を供与する者が上記関係に着目して当該利益

を与えた状況が認められる場合には，当該利益は「労務その他役務」の「対

価としての性質を有しないもの」ということはできず，非対価要件を充足

しない。 

(3) 本件ローン債務免除益は労務その他の役務の対価としての性質を有して

おり非対価要件を充足しないこと 

ア 本件ローン契約では，Ｐ１１が本件組合の組合員（出資者）を募集する

ために，いわゆるノン・リコース条項が設けられており，本件各組合員は，

本件融資銀行を貸主，自らを借主として本件ローン契約を締結し，ノン・

リコース条項を前提とした通常よりも高い利息の支払を続け，契約上の義

務を履行した結果，本件組合を清算する際，本件ローン債務免除益を受け

ることができたのである。このように，本件ローン債務免除益は，原告ら

が本件組合の組合員であるが故に生じたものであって，本件各組合員の航

空機賃貸事業における事業主という地位を離れては生じ得ないものであ

る。 

イ 一方，本件借入金の貸し手である本件融資銀行の側からみても，本件融

資銀行にとって，本件航空機等の本件組合の財産のみを本件融資銀行の掴

取権の対象にしたとしてもなお，ノン・リコース条項を設けた本件ローン

契約を締結することに経済的合理性があったというべきであるから，本件

ローン債務免除益は，原告らが本件融資銀行に対し，本件ローン契約によ

り本件航空機等の本件組合の財産のみを本件融資銀行の掴取権の対象にし

た契約上の地位を継続し，必要な時にその義務を履行する状態の下で，実
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際に当該責任を履行したことに対応して本件融資銀行から与えられたもの

であり，「当該人が一般的な職務又は何らかの義務を伴う地位」にあって，

その地位を継続していて必要とされる時に当該責任を履行する状態，ある

いは自らの判断で当該活動ができる状態にある場合において，経済的な利

益を供与する者が上記状態に着目して当該利益を与えたものと認められ

る。 

ウ 以上のとおり，本件ローン債務免除益の発生の態様及び考慮すべき事実

関係をみれば，本件融資銀行と原告らとの間の関係を，ノン・リコース条

項が設けられていない通常の金銭消費貸借における借主と貸主の関係と同

様のものとして所得区分の判断を行うことは適切ではなく，原告らは，航

空機賃貸事業における事業主であり，本件ローン契約により本件航空機等

の本件組合の財産のみを本件融資銀行の掴取権の対象にした契約上の地位

にあることに加え，本件融資銀行における本件ローン契約の締結及びその

後の債務免除までの一連の行為に経済的合理性が認められることからすれ

ば，原告らが本件融資銀行にリスク投資の機会を与えたとの関係が認めら

れ，このような関係から生じた本件ローン債務免除益には牽連関係が存在

した状況を認めることができるから，本件ローン債務免除益は非対価要件

を充足しないというべきである。 

(4) 非対価要件に係る原告らの主張には理由がないこと 

原告らは，「本件ローン債務免除益に関し，原告らは，本件融資銀行に対

して何らの役務も提供しておらず，また，資産の譲渡も行っていない。した

がって，本件ローン債務免除益は，役務や資産の譲渡の対価としての性質を

有するものではなく，非対価要件を充足する」と主張するとともに，「本件

融資銀行は本件組合から間接的・抽象的にも『労務その他の役務』を受ける

ことを期待する立場になく，実際に『労務その他の役務』の提供を受けてい

ないので，被告が主張するように『対価としての性質』をいくら広く解した
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としても，本件ローン債務免除益が『労務その他の役務の対価としての性質』

を有する所得ということはできない。」と主張する。 

しかしながら，上記(2)及び(3)で述べたとおり，原告らが本件融資銀行に

リスク投資の機会を与えたとの関係が認められ，このような関係を前提とし

て本件融資銀行から受けた本件ローン債務免除益には牽連関係が存在した

状況を認めることができるのであるから，本件ローン債務免除益は非対価要

件を充足しないというべきである。 

したがって，原告らの主張には理由がない。 

５ 小括 

以上のとおり，本件ローン債務免除益は，非継続要件及び非対価要件をいず

れも充足しないから，一時所得には該当せず，雑所得に該当する。 

第２ 本件手数料免除益は不動産所得に該当すること 

１ 本件手数料免除益は不動産所得に該当すること 

(1) 不動産所得に係る必要経費に算入した未払債務が免除されたことにより

生じた債務免除益については，当該債務免除益が生じた日の属する年分の不

動産所得の総収入金額に算入すべきものであること 

ア 不動産所得の意義及び計算 

(ア) 不動産所得について，所得税法２６条１項は，「不動産所得とは，

不動産，不動産の上に存する権利，船舶又は航空機（括弧内省略）の貸

付け（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させるこ

とを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）

をいう」と規定しているところ，貸付けによる所得とは，使用収益期間

に対応して定期的かつ継続的に支払われる賃料がその典型であるが，こ

れに限らず，賃借人から賃貸人に移転される経済的利益のうち，目的物

を使用収益する対価としての性質を有するもの又はこれに代わる性質を

有するものをいうと解するのが相当である。 
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(イ) また，所得税法は，各種所得の「総収入金額に算入すべき金額」に

ついて，「別段の定めがあるものを除き，その年において収入すべき金

額（金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合に

は，その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額）とする。」

（同法３６条１項）とし，この「金銭以外の物又は権利その他経済的な

利益の価額は，当該物若しくは権利を取得し，又は当該利益を享受する

時における価額とする。」（同条２項）と規定しており，経済的な利益

も各種所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額に該当すること

を明らかにしている。 

  そして，同法２６条２項は，「不動産所得の金額は，その年中の不動

産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額」と規定し，総収

入金額から控除する必要経費については，「不動産所得の金額，事業所

得の金額又は雑所得の金額（括弧内省略）の計算上必要経費に算入すべ

き金額は，別段の定めがあるものを除き，これらの所得の総収入金額に

係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及

びその年における販売費，一般管理費その他これらの所得を生ずべき業

務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定

しないものを除く。）の額とする」と規定している（同法３７条１項）。 

(ウ) 以上の規定からも明らかなとおり，所得税法は，１０種類の所得分

類を設け，それぞれ所得の種類ごとに所得金額を計算することとしてい

る以上，ある支出がある所得の必要経費に該当するというためには，あ

る所得の必要経費は，単に「必要経費」に当たるかどうかだけではなく，

「その所得の必要経費」に当たるかどうかという点を吟味し，判断され

る必要があり，消費との区別を厳格に行い，かつ，特定の所得類型との

結びつきを明らかにする必要があることから，必要経費は，所得を得る

ための特定の経済活動（所得稼得活動）との結びつきによって判断する
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ものと理解され，特定の経済活動と直接の関連を有し，その経済活動を

行うために客観的にみて必要な支出が必要経費であるとされる必要があ

る。 

これを不動産所得についてみれば，不動産所得の必要経費に該当する

というためには，当該所得を得るための活動，すなわち不動産貸付事業

（ないし業務）と直接の関連を有し，当該事業（ないし業務）を行うた

めに客観的に必要な支出であることが必要とされるのであり，このよう

な必要経費に該当する支出と当該事業（ないし業務）との関連性は，事

後的にその支払が免除されたからといって直ちに失われるものではな

い。 

(エ) そうすると，既に不動産所得の必要経費に算入された金額に係る支

払が免除された場合，すなわち，不動産所得の金額の計算上，必要経費

に算入した金額が未払となり，その後，当該未払となっている債務につ

いて債権者から債務免除を受けた場合の当該債務免除を受けた部分につ

いては，特別な事情がない限り，不動産貸付事業（ないし業務）の必要

経費に該当していたことを前提としてその性質決定を行い，当該債務免

除益の所得区分の判断を行うことが，所得税法における所得区分の合理

的な解釈というべきである。ただし，所得を生ずべき業務について生じ

た費用に係る必要経費の計上時期には，いわゆる債務確定基準が適用さ

れていることから，確定した債務が免除された場合，当該免除の時に経

済的利益が生ずることとなるが，一旦，必要経費に算入した未払債務が

免除されたことにより生じた債務免除益については，当該未払債務を必

要経費に算入した年分の各種所得の金額を遡って是正するのではなく，

原則として当該債務免除益が生じた日の属する年分の各種所得の総収入

金額に算入すべきものと解される。 

この取扱いは，当該債務免除益の発生が過去に計上した各種所得の必
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要経費を事後的に減少させるものであり，その結果，当該各種所得の金

額が増加するという所得金額の計算方法から見ても合理性を有するもの

といえ，また，上記(ウ)で述べた同法における必要経費の解釈にも妥当

するものであり，不動産所得の必要経費に算入された金額について，そ

の支払が後に免除された場合でも，当該必要経費と不動産貸付事業（な

いし業務）との直接の関連が直ちに失われるものではなく，特別な事情

がない限り，上記関連を前提として所得区分を判断し，当該免除益を不

動産所得の総収入金額に算入させることが不動産所得の金額の計算方法

からみても合理性を有するものである。 

イ 所得税法の他の規定からみても，不動産所得の金額の計算に係る被告の

主張には理由があること 

(ア) 上記ア(エ)で述べた解釈については，所得税法の他の規定をみて

も，損益通算後も残存した純損失（同法２条１項２５号）について，翌

年以降での繰越控除（同法７０条）や，前年での繰戻控除（同法１４０

条以下）が認められていることからすれば，同法における暦年ごとの課

税の原則は絶対的なものではなく，経済的負担がないことが事後に判明

した必要経費に算入済みの費用に対応する債務免除益を，発生，認識し

た後の課税期間において，必要経費が算入された所得区分に分類するこ

とは，同法や所得税法施行令に明文の規定がないことを理由に許されな

いとはいえない上，そもそも未払費用に係る債務の免除は，所得税の目

的上費用として把握される債務それ自体を対象とするものであるから，

仮に，債務の発生と当該債務に係る債務免除益とが同じ１年の間で生じ

たとした場合には，当該債務免除益をある所得区分の総収入金額に算入

せずに当該債務を当該所得区分の必要経費に算入することは認められな

いというのが同法における所得金額の計算の前提であることからすれ

ば，当該債務免除益が生じた日の属する年分の当該債務と同じ所得区分
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の総収入金額に算入すべきとの解釈が同法に反するものでないことは明

らかである。 

(イ) また，所得税法施行令９４条（事業所得の収入金額とされる保険金

等）１項１号は，事業所得者がその業務に係るたな卸資産の滅失に対応

して保険金を受け取る場合などにおいて，損失を事業所得の必要経費に

算入する一方で，当該損失を填補する収入を事業所得の総収入金額に算

入することを定め，同項２号は，従前どおり発生した業務遂行に係る費

用が事業所得などの必要経費に算入される状況において，補償された収

入を同じ所得の総収入金額に算入することを定めており，この対応する

費用と収入とを同種の所得に分類するという要求は，同法における共通

の要求として，同法２６条１項において不動産等の貸付けに対応した所

得区分を設け，同条２項において当該貸付業務に係る収入と費用とを対

応させた所得計算を規定していることの前提となるものでもある。 

ウ 小括 

以上のとおり，ある所得が不動産所得に該当するか否かは，当該所得が

得られた直接的な原因だけでなく，所得の性質や発生の態様及びこれらに

関連する事実関係も考慮要素に含め判断することを前提に，所得税法２６

条２項における不動産所得の金額の計算との関係も踏まえ判断すべきで

あり，不動産所得に係る必要経費に算入した未払債務が免除されたことに

より生じた債務免除益については，特別の事情がない限り，当該債務免除

益が生じた日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきであ

る。 

(2) 本件手数料免除益は所得税法２６条１項の貸付けによる所得そのもので

あり不動産所得に該当すること 

本件航空機の賃貸及び管理は，本件組合における経常的な業務であると認

められるところ，本件手数料は，これら本件組合事業の執行を本件組合の組
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合員でもある本件業務執行者に委託したことによる当該業務執行に対する報

酬であり，本件手数料免除益は，本件各組合員が負担することとされていた

本件手数料について，本件業務執行者が未収となっていた平成１３年１１月

分以降の本件手数料２３万１３７０ドル全額を債権放棄したことによって生

じた経済的利益である。 

同金額は，既に原告らの不動産所得の金額の計算上，必要経費に算入され

ていたものであって，本件手数料免除益は，本件航空機の賃貸収入を得るた

めに必要な費用のうち未払となっている債務が免除されたことにより生じた

利益であり，課税標準である所得の計算上，賃貸収入（賃借人から賃貸人に

移転される経済的利益）から控除される費用（未払債務）が免除されたこと

による利益（所得そのものの取戻し）であるから，貸付けによる所得（所得

税法２６条１項）そのものであるといえ，不動産所得に該当する。 

すなわち，本件手数料免除益の発生の直接的な原因は本件業務執行者によ

る債務免除であるものの，本件手数料免除益は，過去に計上した不動産所得

の必要経費（支払手数料）を事後的に減少させるものであり，過去に同条２

項の規定に基づき総収入金額から必要経費を控除することにより算出された

不動産所得の金額とは同条１項にいう貸付けによる所得にほかならず，過去

の課税期間中の必要経費算入の事後的訂正のための項目という性格が強く認

められる本件手数料免除益については，既に必要経費に算入した支払手数料

の訂正を通じて過去の貸付けによる所得を訂正するものである。 

このような解釈は所得金額の計算方法からみても合理性を有するものとい

うことができるし，同条から導かれる不動産所得の意義及び過去の裁判例と

も齟齬するものでもなく，本件手数料免除益が本件組合事業（航空機賃貸事

業）と直接の関連を有するものであることは明らかであるから，本件手数料

免除益は不動産所得に該当する。 

(3) 原告らの主張は所得税法における所得区分の判断手法を正解しないもの
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であり，本件手数料免除益が一時所得に該当するとの主張には理由がないこ

と 

ア 原告らは，「所得税法の枠組みは所得（区分）は収入の性質により判断

されると考えられ」，「いかなる支出が必要経費や控除と認められるかは，

所得の意義や所得区分と直接関係するものではなく立法政策と密接に関わ

るものであり，所得区分とは切り離された概念といえる。」と主張する。 

  しかしながら，前記のとおり，所得区分の判断は，当該所得が得られた

直接的な原因だけではなく，所得の性質や発生の態様及びこれらに関連す

る事実関係をも考慮要素に含めて行うべきものであり，また，前記(1)ア

(イ)，(ウ)で述べたとおり，必要経費は，所得を得るための特定の経済活

動（所得稼得活動）との結びつきによって判断され，特定の経済活動と直

接の関連を有し，その経済活動を行うために客観的にみて必要な支出が必

要経費とされるのである。 

  したがって，原告らの主張は，所得区分の判断手法を正解しないものと

いわざるを得ない。 

イ また，原告らは，本件手数料免除益についても，「過去に不動産所得の

必要経費として計上されていたであるとか，組合事業の最後の活動に際し

て受けたものであるなどという事情は，その所得分類を検討するにあたっ

て影響」せず，本件手数料免除益は，「貸主が借主に対して一定の期間，

不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有する経済的利益又は

これに代わる性質を有するもの」のいずれにも該当せず，一時所得に該当

する旨主張する。 

しかしながら，上記アでも述べたとおり，所得税法における所得区分の

判断は，当該所得が得られた直接的な原因（本件手数料免除益でいえば本

件業務執行者による債務免除）のみで判断するものではなく，また，上記

(1)で述べたとおり，本件手数料免除益は，本件航空機の賃貸収入を得る
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ために必要な費用のうち未払となっている債務が免除されたことにより

生じた利益であり，所得そのものの取戻しであるから，同法２６条にいう

「貸付けによる所得」そのものであるということができる。 

したがって，本件手数料免除益は，不動産所得に該当することが明らか

であるから，原告らの主張には理由がない。 

２ 本件手数料免除益が一時所得に該当しないこと（予備的主張） 

上記１で述べたとおり，本件手数料免除益は不動産所得に該当するが，仮に

本件手数料免除益が不動産所得に該当しないとしても，これが一時所得に該当

することはなく，雑所得に該当する。 

すなわち，本件手数料免除益が一時所得に該当するというためには，前述し

たように，所得税法が規定する利子所得ないし譲渡所得のいずれの所得にも該

当しないことを前提として，①営利を目的とする継続的行為から生じた所得以

外の一時の所得であること（非継続要件），②労務その他の役務又は資産の譲

渡の対価としての性質を有しない所得であること（非対価要件）のいずれの要

件をも具備していることが必要であるところ，本件手数料免除益は，本件業務

執行者が未収となっていた平成１３年１１月分以降の本件手数料２３万１３７

０ドル全額を債権放棄したことによって生じた経済的利益であり，本件組合の

活動から得られた損益として認識されたものである。そして，本件手数料免除

益は，本件手数料が本件組合事業における業務執行の対価であり，営利を目的

とする継続的行為である本件組合事業（航空機賃貸事業）の一環から生じたも

のであること及び原告らが本件組合事業の委託者である本件組合の組合員であ

るが故に生じたものであることからすれば，偶発的に生じたものではなく，「営

利を目的とする継続的行為から生じた所得」であり，「労務その他の役務」の

「対価としての性質」を有する所得であることは明らかである。 

したがって，本件手数料免除益は，仮に不動産所得に該当しないとしても，

一時所得に該当することはなく，雑所得に該当する。 
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第３ 結語 

以上のとおり，本件各免除益が一時所得に該当するとする原告らの主張はいず

れも理由がなく，本件各更正処分等は適法であるから，原告らの請求はいずれも

棄却されるべきである。 

以上 
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（別紙８） 

原 告 ら の 主 張 

第１ 本件ローン債務免除益は一時所得に該当すること 

１ 本件ローン債務免除益の所得の発生原因について 

所得税法は１０種類の所得区分を法定し，それぞれの担税力に応じた所得の

計算方法や課税方法を定めて課税するものであるので，所得区分を適正に判断

する必要があり，そのためには所得の法的性質や発生態様による｢所得の発生原

因｣を特定する必要がある。 

特に，何らかの継続的な行為等に関連してある所得が得られたという状況下

での所得の発生原因は，その所得が得られた直接的な原因により決定される。

何らかの継続的な行為等と関係があるからといって，直ちにその継続的な関係

から得られる所得（給与所得，事業所得，不動産所得等）に包摂されるとの考

え方は誤りであって，判例上も採用されていない。 

これを本件について当てはめると，本件ローン債務免除益の所得の発生原因

は，本件ローン債務免除行為，すなわち，平成１９年３月５日付けの「ＤＥＥ

Ｄ ＯＦ ＲＥＬＥＡＳＥ」（甲Ａ１０）の締結によって本件融資銀行が本件

借入金に係る残債務を免除したという事実であり，この点については当事者間

に争いがない。 

２ 本件ローン債務免除益が原則として一時所得であること 

法人の個人に対する債務免除によって発生した本件ローン債務免除益は，

原則として所得税法３４条の一時所得となり，例外として雑所得になるかど

うかについて非継続要件と非対価要件のみを検討すれば足りることになる。 

また，上記の点は，１回限りの所得の発生が予定されている生命保険契約

に基づく一時金（退職手当等とみなす場合を除く。）を一時所得とする同法

施行令１８３条２項によっても裏付けられる。 

３ 一時所得に該当するための要件 
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所得が一時所得に該当するためには，①利子所得，配当所得，不動産所得，

事業所得，給与所得，退職所得，山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち（除

外要件），② 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得

で（非継続要件），③ 労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質

を有しないもの（非対価要件）という要件を充足する必要があるところ（所得

税法３４条１項），本件ローン債務免除益が除外要件を充足することは，当事

者間に争いがない。 

４ 本件ローン債務免除益が非継続要件を充足すること 

(1) 非継続要件の意義 

非継続要件については，営利を目的とする継続的行為から生じた所得であ

る否かは，所得の発生原因に源泉性を認めるに足る継続性や恒常性があるか

否か，本件ローン債務免除益について，より具体的に言えば，本件ローン債

務免除行為とは別に，本件組合において本件借入金に係る債務免除行為が繰

り返し生じることが予定されているか否かによって判断されるべきであり，

所得の発生に関連する業務（被告の主張する本件組合事業）に継続性や恒常

性が認められることとは無関係であり，このような解釈は，複数の裁判例で

示された解釈に沿うものである。 

例えば，馬券の当選による所得についても，所得の発生原因たる「一回的

な行為」が，「強度に連続することによって，その所得が質的に変化して上

記の継続性，恒常性を獲得し，所得源泉性を有することとなる場合」や，｢単

に繰り返されただけでなく，一定の条件の下で機械的，網羅的に購入され，

個々の購入行為の独立性が希薄になっている場合，全体的に見れば継続性を

帯びる｣場合に初めて，「営利を目的とする継続的行為により生じた所得」に

なるものとされている。 

(2) 本件ローン債務免除益が非継続要件を充足すること 

前記のとおり，本件ローン債務免除益の所得の発生原因は本件ローン債務
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免除行為である。 

そして，本件組合は，本件ローン契約による資金で購入した本件航空機

１機のみを賃貸する事業を行うことを目的として組成されたものであり，

組合組成から約６年後には本件航空機のリース料及び売却代金により本

件借入金を全額返済し，組合事業を終了することが予定されていた。つま

り，本件組合が本件融資銀行から本件借入金について債務免除を受けるこ

とは当初から予定されておらず，仮に本件のように最終的に免除を受ける

ことになったとしても，繰り返し債務免除を受けることは全く予定されて

いなかったのであり，事実としても本件借入金に係る債務免除は一回限り

しか行われていない。 

また，本件航空機の担保権者であった本件融資銀行は，本件組合事業の

終了時である平成１９年３月当時，本件借入金の残債権として２１１７万

ドル余を有しており，本件航空機の処分について，例えば，担保契約上の

担保を実行してその売却代金を全額取得することも，代物弁済として本件

航空機それ自体を自己の所有物とすることも可能であったし，本件のよう

に任意売却するにしても，売却価格，時期，相手方等については様々な選

択肢を有していたが，中古航空機市場や航空機リース市場の低迷等諸々の

事情を考慮の上，上記のような選択肢の中から，本件航空機の任意売却に

同意し，その売却代金をもってＰ１１借入金を完済させ，その残額を受け

るだけで本件ローン契約を終了させるとの判断を行ったのである。すなわ

ち，本件融資銀行は，本来は本件航空機の売却代金１７００万ドル全額を

受領できる権利を有していたにもかかわらず，本件組合との新たな合意に

より１４００万ドル（本件航空機の売却代金からＰ１１借入金の残高を控

除した額）の受領をもって，残債務を免除するという本件ローン債務免除

行為をすることを選択したのであり，本件ローン債務免除益は，その時点

で本件融資銀行と本件組合が新たな合意により形成した法律関係（本件ロ
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ーン債務免除行為）によって生じたものであって，本件組合の解散の結果

として当然に生じたものではなく，本件ローン契約にノン・リコース条項

が設けられていたことによって自動的に生じたものでもない。 

したがって，本件ローン債務免除益の発生原因である本件ローン債務免

除行為は，繰り返し生じることが予定されているものではなく，所得の源

泉性を認めるに足る継続性や恒常性はないから，営利を目的とする継続的

行為ではなく，これによって発生した本件ローン債務免除益は，非継続要

件を充足する。 

(3) 被告の主張に対する反論 

ア 被告は，本件ローン債務免除行為が所得の発生原因であることを認め，

除外要件の判断では，そのことを前提とした主張をしながら，非継続要件

の判断においては，所得の発生原因を意図的に本件組合事業にすり替えて

主張しており，原告から繰り返し指摘を受けたにもかかわらず，説得力あ

る反論を一切行っていない。 

イ また，被告は，所得区分の判断に当たり「当該所得が得られた直接的

な原因に限らず，所得の性質や発生の態様及びそれに関連する事実関係

をも総合考慮した上で，事実関係に即した法的評価を行い，各種所得の

意義・要件を定めた規定のいずれに該当するかによって，所得区分が定

まる」などと主張する。 

しかし，上記のような被告の主張を前提とすると，非継続要件の判断

において，所得の発生原因の他にあらゆる要素を同時に並列的に考慮す

ることになる上，それらの要素をどのような基準又は順序で判断して非

継続要件に当てはめるのかが一切明らかにされておらず，判断が恣意的

にならざるを得ない。特に本件のように継続的な行為等に関連して所得

が発生した場合，継続的な行為を｢一時の所得｣とどのように総合考慮す

るのか，その結果いかなる所得が一時所得となるのか，また｢営利を目
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的とする継続的行為から生じた所得｣であるとして雑所得に該当するの

か，はたまた，その場合除外要件で否定した事業所得や不動産所得など

との相違をどのように考えるべきかなどについて，被告からは全く説明

がない。 

被告は上記のようなあいまいな解釈の下に，本件組合事業自体が営利

性のある継続的行為であることや，本件ローン契約にノン・リコース条

項が設けられていたことなど，被告の望む結論に沿う事情のみを強調し

て，「総合判断」と称する恣意的判断を行って本件ローン債務免除益が

継続的行為から生じた所得であると主張するが，このような解釈及び当

てはめは租税法律主義に反するものである。 

ウ さらに，民法上の任意組合を通じて得た所得については，構成員課税の

原則が判例及び通説によって確立しており，構成員課税の原則に従うなら

ば，本件組合によって行われた本件組合事業による所得に対する課税関係

は，原告らが任意組合によらず個人で本件と同様の航空機賃貸事業を行い，

事業終了時に原告らが本件ローン債務免除益を直接得た場合の所得分類を

判断する際と同一にならなければならず，非継続要件を充足するかどうか

に関しても，本件融資銀行による債務免除に所得源泉性を認めるに足りる

継続性や恒常性があるか否かで判断しなければならないのであるが，所得

の発生原因を意図的に本件組合事業とする被告の主張は，構成員課税の原

則を無視するものである。 

(4) 小括 

以上のとおりであるから，本件ローン債務免除益は営利を目的とする継続

的行為から生じた所得ではなく，非継続要件を充足する。 

５ 本件ローン債務免除益が非対価要件を充足すること 

非対価要件とは，法文上は「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価として

の性質を有しない所得｣のことである。したがって，所得を受けた側において「労
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務その他の役務」を提供するか，又は，「資産の譲渡」を行う必要があるとこ

ろ，原告らが当初から一貫して主張してきたとおり，本件では原告らは一切そ

のような行為を行っていない。 

被告の主張は，要するに経済的利益を受領する者の地位とその受領との間に

何らかの牽連性があれば足りるということであると考えられるところ，経済的

利益の給付を受ける者の地位及び職務を考慮し，「労務その他の役務」の対価

を直接的な対価関係よりも広く解釈したとしても，「労務その他の役務」の提

供を不要とするような解釈は明らかに文言に反する。 

原告らは本件組合を通じて本件融資銀行から金員を借り入れ，その返済を行

ってきただけであり，金員を借り入れた以上その返済を行うのは当然であって，

これが役務の提供や資産の譲渡という債務免除の対価性を基礎付ける事情とは

ならないことは明白である。借り入れた金員を返済したという事実をもって役

務又は資産の譲渡の対価としての性質を有するというのであれば，債務免除益

が一時所得に該当する場合は皆無となってしまうのであって，極めて不合理で

ある。 

以上のとおり，本件ローン債務免除益は，労務その他の役務又は資産の譲渡

の対価としての性質を有しないものであり，非対価要件を充足する。 

６ 本件ローン債務免除益の所得区分 

   以上によれば，本件ローン債務免除益は，一時所得に該当する。 

第２ 本件手数料免除益は一時所得に該当すること 

１ 本件手数料免除益の所得の発生原因について 

本件手数料免除益の所得の発生原因は，本件業務執行者が本件組合に対し

て行った本件手数料免除行為であり，この点は被告も認めるところである。 

２ 本件手数料免除益が不動産所得に該当しないこと 

(1) 不動産所得の意義 

不動産所得の法文上の要件である貸付けによる所得について，貸主が借
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主に対して一定の期間，不動産等を使用又は収益させる対価としての性質

を有する経済的利益又はこれに代わる性質を有するものと解釈すること

は当事者間に争いがない。 

(2) 本件手数料免除益が不動産所得に該当しないこと 

本件手数料免除益は，本件組合事業の終了に当たり，本件組合に航空機売

却後において支払う余剰資金がない等の事情を勘案し，本件業務執行者が本

件組合に対して債務免除（本件手数料免除行為）をしたことによって発生し

たものである。本件手数料免除益の発生原因となった本件手数料免除行為を

行った本件業務執行者は，本件航空機の借主ではないし，本件債務免除行為

が，本件航空機を使用又は収益させたことの対価としてされたという事実が

ないことも明らかである。 

前記の不動産所得の要件に当てはめると，本件手数料免除益は，貸主が借

主に対して一定の期間航空機を使用又は収益させる対価としての性質を有す

る経済的利益，又は，これに代わる性質を有するものではないことは明白で

あるから，航空機の貸付けによる所得ではなく，不動産所得には該当しない。 

(3) 被告の主張に対する主な反論 

ア 被告は，本件手数料免除益が不動産所得に該当するとの理由として，

所得区分の判断には「所得の性質や発生の態様及びこれらに関連する事

実関係も考慮要素に含まれる」ところ，本件手数料免除益は「本件航空

機の賃貸収入を得るために必要な費用のうち未払となっている債務が

免除されたことにより生じた利益であり，課税標準である不動産所得の

計算上，賃貸収入（賃借人から賃貸人に移転される経済的利益）から控

除される費用（未払債務）が免除されたことによる利益（所得そのもの

の取戻し）」であるので，「賃借人から賃貸人に移転される経済的利益

のうち目的物を使用収益する対価としての性質を有するもの」（貸付け

による所得）そのものに当たるなどとする経済的実質論を主張するが，
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被告の上記主張は，法解釈論から逸脱した単なる直感論又は裸の実質論

であり，所得税法の解釈論たり得ないのみならず租税法律主義にも反す

るものである。 

そもそも，ある所得の所得区分は収入等によって判断されるものであ

り，必要経費は所得区分とは異なる概念である。本件手数料免除行為に

より免除された債務が不動産所得の必要経費に算入されていたとして

も，それが本件航空機を使用収益する対価となるか否かは別問題である。

すなわち，本件手数料免除益が不動産所得であるといえるためには，そ

れが同法２６条１項に規定される｢航空機（中略）の貸付けによる所得｣

でなければならず，単に本件手数料が同法３７条１項に基づいて不動産

所得の必要経費となることや，必要経費に算入された本件手数料の債務

免除によって経済的には所得の取戻しが生じたということを主張する

だけでは失当である。 

 なお，被告は所得税法施行令９４条１項に触れ，同項は「対応関係にあ

る収入と費用とを同じ所得種類に属させる典型的な状況を例示的に定め

たものと理解されるべき」などと根拠なく主張するが，対応関係にある収

入と費用を同じ所得区分に属させるとの規範は所得税法上見当たらず，こ

れを根拠なく前提として論証すること自体が誤りである。 

イ また，被告は，本件手数料免除益は「不動産所得の計算上，賃貸収入

（中略）から控除される費用（中略）が免除されたことによる利益（所

得そのものの取戻し）」であるので，「賃借人から賃貸人に移転される

経済的利益のうち目的物を使用収益する対価としての性質を有するも

の」そのものに当たるとも主張するが，本件手数料免除益は本件業務執

行者から本件組合（すなわち本件業務執行者以外の本件各組合員）に移

転した経済的利益であって，本件航空機の賃借人である航空会社から移

転したものではない。 
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ウ 仮に，被告の主張するように，本件手数料免除益は所得の取戻しであ

るため不動産所得となるとすれば，過去の課税処分に遡って修正申告さ

せるか，年度毎に更正処分を行うことが検討されなければならない。 

特に本件においては，納税者が個人であるところ，所得税法は累進税

率を採用しているため（平成２５年法律第５号による改正前の同法８９

条），債務免除された金額を当該年に一括して帰属させる場合と，経費

として毎年に分けて帰属させる場合とでは，大きく税額が異なり得る。

このため，本来あるべき税額とは異なる税額により課税がなされるとい

う不合理な結論となってしまう。このような結論は実質的にみても不当

であり，被告の主張する所得の取戻し論が誤りであることを示すもので

ある。 

(4) 小括 

以上のとおりであるから，本件手数料免除益は「航空機の貸付けによる

所得」に該当せず，不動産所得に該当しない。 

３ 本件手数料免除益は一時所得に該当すること 

   被告は，予備的主張として，本件手数料免除益が本件組合の組合員であるが

故に生じたものであるから，営利を目的とする継続的行為から生じた所得及び

労務その他の役務の対価としての性質を有する所得に該当するとして，雑所得

に該当すると主張するが，このような主張がすり替え論法であり，かつ，構成

員課税の原則に反するものであることは，本件ローン債務免除益について検討

したのと同様である。 

 本件手数料免除益の発生原因は本件手数料免除行為であるところ，本件手数

料免除行為は，本件組合事業終了時に本件手数料を支払う資金がない等の事情

に鑑みて，本件業務執行者がやむなく行ったものであり，本件組合事業の開始

時において想定されず，本件組合契約上も繰り返して生じることは予定されて

いなかったし，事実としても本件業務執行者により行われた１回限りのもので
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あったから，本件手数料免除益は非継続要件を充足する。 

 また，本件組合契約上，本件各組合員が本件業務執行者に対して労務その他

の役務を提供することは想定されておらず，実際に労務その他の役務を提供し

た事実はないのであるから，本件手数料免除益は，労務その他の役務の対価と

しての性質を有するものではなく，非対価要件も充足する。 

 したがって，本件手数料免除益は，前記のとおり，不動産所得に該当せず，

除外要件を充足するし，非継続要件及び非対価要件も充足するから，一時所得

に該当する。 

第３ 結語 

 以上のとおり，本件各免除益は，一時所得に該当する。 

以上 
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（別紙９） 

原告らに係る所得税の計算書 

１ 原告Ｐ１ 

(1) 総所得金額                 ８８７９万６３２０円 

上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの給与所得の金額及びウの雑

所得の金額と，エの長期譲渡所得の金額及びオの一時所得の金額の各２分の

１に相当する金額との合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 不動産所得の金額               ２３万６９２９円 

上記金額は，原告Ｐ１が本件組合を通じて行っていた本件航空機の賃貸

による賃貸料収入のうちの原告Ｐ１の出資割合に応じた部分の金額２０

７万９０９０円から，当該賃貸料収入に係る為替差損１２万６２１８円，

支払手数料４万４３５４円，支払利息１２７万５４８２円及び減価償却費

２９万６１０７円を差し引いた上で，租税特別措置法２５条の２第１項１

号に規定する青色申告特別控除額１０万円を控除した後の残額であり（甲

Ｂイ３），被告が本件訴訟において主張する原告Ｐ１の不動産所得の金額

から，原告Ｐ１の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額１２４万９５

８８円を控除した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除け

ば，原告Ｐ１の不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いが

ない。）。 

イ 給与所得の金額              ３３９２万５０００円 

上記金額は，原告Ｐ１確定申告と原告Ｐ１更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂイ２），当事者間に争いがない。 

ウ 雑所得の金額                 ３６０万１５１３円 

上記金額は,本件航空機の売却日における借入金及び未払金の残高に係

る同日の為替レートを基礎として算定された為替差益のうち，原告Ｐ１の

出資割合に応じた部分の金額であり（甲Ｂイ１），被告が本件訴訟におい
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て主張する原告Ｐ１の雑所得の金額から，原告Ｐ１の出資割合に応じた本

件ローン債務免除益の金額３８７４万８５３８円を控除した金額と一致

するものである（本件ローン債務免除益を除けば，原告Ｐ１の雑所得が上

記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

エ 長期譲渡所得の金額            ６２５６万７６３０円 

上記金額は，所得税法３３条３項の規定に従って，次の(ア)の総収入金

額から，(イ)の取得費及び譲渡費用の金額を控除した残額から，同条４項

に規定する譲渡所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２

項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり，当事者間に争いがな

い。 

(ア) 総収入金額             １億２３８１万３９７７円 

上記金額は，本件航空機の売却に係る収入金額のうち原告Ｐ１の出資

割合に応じた部分の金額９１８１万３９７７円と，原告Ｐ１が平成１９

年中に行った船舶の売却に係る収入金額３２００万円との合計額である

（甲Ｂイ３）。 

(イ) 取得費及び譲渡費用の金額        ６０７４万６３４７円 

上記金額は，本件航空機の取得費（未償却残高）１５５７万７９２１

円，弁護士費用２３万９７１８円及び売却調整金５８万５０８９円並び

に上記(ア)の船舶の取得費（未償却残高）４４３４万３６１９円の合計

額である（甲Ｂイ３）。 

オ 一時所得の金額              ３９４９万８１２６円 

上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ１

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ１の出資

割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定する

一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号によ

る２分の１相当額算定前のもの）である。 
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(ア) 原告Ｐ１の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

        ３８７４万８５３８円 

上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出資金

等一覧表のとおり，原告Ｐ１の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ１の一時所得に該当する。 

(イ) 原告Ｐ１の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

                       １２４万９５８８円 

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等一覧

表のとおり，原告Ｐ１の出資割合に応じた部分の金額であり，本文中の

判断のとおり，原告Ｐ１の一時所得に該当する。 

(2) 所得控除の額の合計額             １５２万５８３４円 

上記金額は，原告Ｐ１確定申告と原告Ｐ１更正処分で一致するものであり

（甲Ｂイ２），当事者間に争いがない。 

(3) 課税される所得金額（課税総所得金額）    ８７２７万００００円 

上記金額は，上記(1)の総所得金額８８７９万６３２０円から上記(2)の所

得控除の額の合計額１５２万５８３４円を控除した後の金額（国税通則法１

１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

(4) 納付すべき税額               ２２０９万１７００円 

上記金額は，次のアの算出税額から，イの源泉徴収税額を差し引いた後の

金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。 

ア 算出税額                 ３２１１万２０００円 

上記金額は，上記(3)の課税総所得金額８７２７万円に所得税法（平成２

５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定の税率を乗じて算出
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した金額である。 

イ 源泉徴収税額               １００２万０２９０円 

上記金額は，原告Ｐ１確定申告と原告Ｐ１更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂイ２），当事者間に争いがない。 

２ 原告Ｐ２ 

(1) 総所得金額                 ６２９９万５８４９円 

上記金額は，次のアの事業所得の金額（損失の額）をイの不動産所得の金

額及びウの雑所得の金額と損益通算（所得税法６９条１項及び同法施行令１

９８条）した後の金額と，エの長期譲渡所得の金額及びオの一時所得の金額

の各２分の１に相当する金額との合計額である（同法２２条２項）。 

ア 事業所得の金額               △５８万９６３６円 

上記金額は，原告Ｐ２確定申告と原告Ｐ２更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂロ２），当事者間に争いがない。なお，金額の前の△は，損失の

額を表す。 

イ 不動産所得の金額               ５３万０５３９円 

上記金額は，原告Ｐ２確定申告における金額であり（甲Ｂロ２），被告

が本件訴訟において主張する原告Ｐ２の不動産所得の金額から，原告Ｐ２

の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額１２４万９５８８円を控除

した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除けば，原告Ｐ２の

不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

ウ 雑所得の金額                ５３６万４６１１円 

上記金額は，原告Ｐ２確定申告における雑所得の金額４５３６万２７３

７円から，原告Ｐ２の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額１２４万

９５８８円及び原告Ｐ２の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金

額３８７４万８５３８円を差し引いた金額（原告Ｐ２更正請求における雑

所得の金額）であり（甲Ｂロ１，甲Ｂロ４の１），被告が本件訴訟におい
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て主張する原告Ｐ２の雑所得の金額から，原告Ｐ２の出資割合に応じた本

件ローン債務免除益の金額３８７４万８５３８円を控除した金額と一致

するものである（本件ローン債務免除益を除けば，原告Ｐ２の雑所得が上

記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

エ 長期譲渡所得の金額            ７５８８万２５４４円 

上記金額は，原告Ｐ２確定申告と原告Ｐ２更正処分で一致するもの（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり（甲Ｂ

ロ２，甲Ｂロ３），当事者間に争いがない。 

オ 一時所得の金額              ３９４９万８１２６円 

 上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ２

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ２の出資

割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定する

一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号によ

る２分の１相当額算定前のもの）である。 

(ア) 原告Ｐ２の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

        ３８７４万８５３８円 

上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出資金

等一覧表のとおり，原告Ｐ２の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ２の一時所得に該当する。 

(イ) 原告Ｐ２の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

         １２４万９５８８円 

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等一覧

表のとおり，原告Ｐ２の出資割合に応じた部分の金額であり，本文中の

判断のとおり，原告Ｐ２の一時所得に該当する。 
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(2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ４９３万７４９３円 

上記金額は，原告Ｐ２確定申告と原告Ｐ２更正処分で一致するものであり

（甲Ｂロ２），当事者間に争いがない。 

(3) 先物取引に係る雑所得等の金額                ０円 

上記金額は，原告Ｐ２確定申告と原告Ｐ２更正処分で一致するものであり

（甲Ｂロ２），当事者間に争いがない。 

(4) 所得控除の額の合計額              ９２万６００４円 

上記金額は，次のアの社会保険料控除の額及びイのその他の所得控除の額

の合計額である。 

ア 社会保険料控除の額              ４５万８６００円 

上記金額は，原告Ｐ２更正請求と原告Ｐ２更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂロ２，甲Ｂロ４），当事者間に争いがない。 

イ その他の所得控除の額             ４６万７４０４円 

上記金額は，原告Ｐ２確定申告と原告Ｐ２更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂロ２，甲Ｂロ４），当事者間に争いがない。 

(5) 課税される所得金額 

ア 課税総所得金額              ６２０６万９０００円 

上記金額は，上記(1)の総所得金額６２９９万５８４９円から上記(4)の

所得控除の額の合計額９２万６００４円を控除した後の金額（国税通則法

１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    ４９３万７０００円 

上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額４９３万７４９３

円から国税通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた

後の金額である。 

ウ 先物取引に係る課税雑所得等の金額             ０円 

上記金額は，上記(3)の先物取引に係る雑所得等の金額が０円であること
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から０円となる。 

(6) 納付すべき税額               ２１０４万５４００円 

上記金額は，次のアの算出税額から，イの源泉徴収税額を差し引いた後の

金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。 

ア 算出税額                 ２２３７万７１９０円 

上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の上場株

式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額       ２２０３万１６００円 

上記金額は，前記(5)アの課税総所得金額６２０６万９０００円に所得

税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定の税

率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

  ３４万５５９０円 

上記金額は，前記(5)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額４９

３万７０００円に租税特別措置法３７条の１１第１項所定の税率（７％）

を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 先物取引に係る課税雑所得等の金額に対する税額      ０円 

上記金額は，前記(5)ウの先物取引に係る課税雑所得等の金額が０円で

あることから０円となる。 

イ 源泉徴収税額                １３３万１７１２円 

上記金額は，原告Ｐ２確定申告と原告Ｐ２更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂロ２），当事者間に争いがない。 

３ 原告Ｐ３ 

(1) 総所得金額                 ６１８６万４１０６円 

上記金額は，次のアの不動産所得の金額及びイの雑所得の金額と，ウの長



148 

期譲渡所得の金額及びエの一時所得の金額の各２分の１に相当する金額の合

計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 不動産所得の金額               ４０万０６７０円 

上記金額は，原告Ｐ３確定申告における金額であり（甲Ｂハ４の１），

被告が本件訴訟において主張する原告Ｐ３の不動産所得の金額から，原告

Ｐ３の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額１２４万９５８８円を

控除した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除けば，原告Ｐ

３の不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

イ 雑所得の金額                ３６０万１５１３円 

上記金額は,本件航空機の売却日における借入金及び未払金の残高に係

る同日の為替レートを基礎として算定された為替差益のうち，原告Ｐ３の

出資割合に応じた部分の金額（原告Ｐ３更正請求における雑所得の金額）

であり（甲Ｂハ１，甲Ｂハ４の１），被告が本件訴訟において主張する原

告Ｐ３の雑所得の金額から，原告Ｐ３の出資割合に応じた本件ローン債務

免除益の金額３８７４万８５３８円を控除した金額と一致するものであ

る（本件ローン債務免除益を除けば，原告Ｐ３の雑所得が上記金額とな

ることは，当事者間に争いがない。）。 

ウ 長期譲渡所得の金額            ７６２２万５７２１円 

上記金額は，原告Ｐ３確定申告における金額（所得税法２２条２項２号

による２分の１相当額算定前のもの）であり（甲Ｂハ３，甲Ｂハ４の１），

被告が本件訴訟において主張する原告Ｐ３の長期譲渡所得の金額と一致し

ており，当事者間に争いがない。 

エ 一時所得の金額              ３９４９万８１２６円 

 上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ３

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ３の出資

割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定する
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一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号によ

る２分の１相当額算定前のもの）である。 

(ア) 原告Ｐ３の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

        ３８７４万８５３８円 

上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出資金

等一覧表のとおり，原告Ｐ３の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ３の一時所得に該当する。 

(イ) 原告Ｐ３の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

         １２４万９５８８円 

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等一覧

表のとおり，原告Ｐ３の出資割合に応じた部分の金額であり，本文中の

判断のとおり，原告Ｐ３の一時所得に該当する。 

(2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ３８７万７９１０円 

上記金額は，原告Ｐ３確定申告における金額であり（甲Ｂハ４の１），被

告が本件訴訟において主張する原告Ｐ３の上場株式等の譲渡所得等の金額と

一致しており，当事者間に争いがない。 

(3) 所得控除の額の合計額             ２１８万５８１６円 

上記金額は，原告Ｐ３確定申告における金額であり（甲Ｂハ３），被告が

本件訴訟において主張する原告Ｐ３の所得控除の額の合計額と一致してお

り，当事者間に争いがない。 

(4) 課税される所得金額 

ア 課税総所得金額              ５９６７万８０００円 

上記金額は，上記(1)の総所得金額６１８６万４１０６円から上記(3)の

所得控除の額の合計額２１８万５８１６円を控除した後の金額（国税通則
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法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）であ

る。 

イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    ３８７万７０００円 

上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額３８７万７９１０

円から，国税通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨て

た後の金額である。 

(5) 納付すべき税額               ２１３４万６５００円 

上記金額は，次のアの課税総所得金額に対する税額及びイの上場株式等に

係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額（国税通則法１１９条１項

により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

ア 課税総所得金額に対する税額        ２１０７万５２００円 

上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額５９６７万８０００円に所得税

法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定の税率を

乗じて算出した金額である。 

イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

   ２７万１３９０円 

上記金額は，前記(4)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額３８７

万７０００円に租税特別措置法３７条の１１第１項所定の税率（７％）を

乗じて算出した金額である。 

４ 原告Ｐ４ 

    (1) 総所得金額               ３億５１４３万７４４１円 

上記金額は，次のアの事業所得の金額，イの不動産所得の金額及びウの

雑所得の金額と，エの長期譲渡所得の金額及びオの一時所得の金額の各２

分の１に相当する金額との合計額である（所得税法２２条２項）。 

      ア 事業所得の金額            ２億２７５３万８５４０円 

          上記金額は，原告Ｐ４確定申告と原告Ｐ４更正処分で一致するもので
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あり（甲Ｂニ２），当事者間に争いがない。 

      イ 不動産所得の金額               ３５万１３３４円 

上記金額は，原告Ｐ４確定申告における金額であり（甲Ｂニ２），被

告が本件訴訟において主張する原告Ｐ４の不動産所得の金額から，原告

Ｐ４の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額２４９万９１７６円を

控除した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除けば，原告

Ｐ４の不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

ウ 雑所得の金額                ７３２万０７３７円 

上記金額は，原告Ｐ４確定申告における金額であり（甲Ｂニ２），被

告が本件訴訟において主張する原告Ｐ４の雑所得の金額から，原告Ｐ４

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額７７４９万７０７６円

を控除した金額と一致するものである（本件ローン債務免除益を除けば，

原告Ｐ４の雑所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

      エ 長期譲渡所得の金額          １億５２９５万７４０９円 

          上記金額は，原告Ｐ４確定申告と原告Ｐ４更正処分で一致するもの（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり（甲

Ｂニ２，弁論の全趣旨），当事者間に争いがない。 

      オ 一時所得の金額              ７９４９万６２５２円 

 上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ４

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ４の出資

割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定する

一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号によ

る２分の１相当額算定前のもの）である。 

        (ア) 原告Ｐ４の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

 ７７４９万７０７６円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為
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を受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出

資金等一覧表のとおり，原告Ｐ４の出資割合に応じた部分の金額であ

り，本文中の判断のとおり，原告Ｐ４の一時所得に該当する。 

        (イ) 原告Ｐ４の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

２４９万９１７６円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を

受けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等

一覧表のとおり，原告Ｐ４の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ４の一時所得に該当する。 

    (2) 所得控除の額の合計額             ２３２万９５１５円 

上記金額は，原告Ｐ４確定申告と原告Ｐ４更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂニ２），当事者間に争いがない。 

    (3) 課税される所得金額（課税総所得金額）  ３億４９１０万７０００円 

上記金額は，上記(1)の総所得金額３億５１４３万７４４１円から上記

(2)の所得控除の額の合計額２３２万９５１５円を控除した後の金額（国税

通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

(4) 申告納税額               １億２８４７万５９００円 

上記金額は，次のアの算出税額から，イの源泉徴収税額を差し引いた後

の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。 

      ア 算出税額               １億３６８４万６８００円 

          上記金額は，上記(3)の課税総所得金額３億４９１０万７０００円に所

得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定の税

率を乗じて算出した金額である。 

      イ 源泉徴収税額                ８３７万０８１５円 
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          上記金額は，原告Ｐ４確定申告と原告Ｐ４更正処分で一致するもので

あり（甲Ｂニ２），当事者間に争いがない。 

(5) 納付すべき税額               ８１０１万６３００円 

上記金額は，前記(4)の申告納税額から，原告Ｐ４確定申告と原告Ｐ４更

正処分で一致する予定納税額４７４５万９６００円（甲Ｂニ２）を差し引

いた後の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り

捨てた後のもの）である。 

５ 原告Ｐ５ 

    (1) 総所得金額               １億２４０５万８４３８円 

        上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの給与所得の金額及びウの雑

所得の金額と，エの長期譲渡所得の金額及びオの一時所得の金額の各２分の

１に相当する金額との合計額である（所得税法２２条２項）。 

      ア 不動産所得の金額             ３１１７万５３６６円 

上記金額は，原告Ｐ５確定申告における金額であり（甲Ｂホ２），被告

が本件訴訟において主張する原告Ｐ５の不動産所得の金額から，原告Ｐ５

の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額１２４万９５８８円を控除

した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除けば，原告Ｐ５の

不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

      イ 給与所得の金額              ３１７４万００００円 

          上記金額は，原告Ｐ５確定申告と原告Ｐ５更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂホ２），当事者間に争いがない。 

      ウ 雑所得の金額                  ３９３万８３８５円 

上記金額は,原告Ｐ５確定申告における金額であり（甲Ｂホ２），被告が

本件訴訟において主張する原告Ｐ５の雑所得の金額から，原告Ｐ５の出資

割合に応じた本件ローン債務免除益の金額３８７４万８５３８円を控除

した金額と一致するものである（本件ローン債務免除益を除けば，原告Ｐ
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５の雑所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

      エ 長期譲渡所得の金額             ７４９１万１２４９円 

          上記金額は，原告Ｐ５確定申告と原告Ｐ５更正処分で一致する金額（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり（甲Ｂ

ホ２，弁論の全趣旨），当事者間に争いがない。 

      オ 一時所得の金額               ３９４９万８１２６円 

上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ５

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ５の出

資割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定す

る一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号に

よる２分の１相当額算定前のもの）である。 

        (ア) 原告Ｐ５の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

３８７４万８５３８円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出資金

等一覧表のとおり，原告Ｐ５の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ５の一時所得に該当する。 

        (イ) 原告Ｐ５の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

１２４万９５８８円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等一覧

表のとおり，原告Ｐ５の出資割合に応じた部分の金額であり，本文中の

判断のとおり，原告Ｐ５の一時所得に該当する。 

    (2) 所得控除の額の合計額             ４８２万７８２２円 

        上記金額は，原告Ｐ５確定申告と原告Ｐ５更正処分で一致するものであり

（甲Ｂホ２），当事者間に争いがない。 
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    (3) 課税される所得金額（課税総所得金額）  １億１９２３万００００円 

        上記金額は，上記(1)の総所得金額１億２４０５万８４３８円から上記(2) 

の所得控除の額の合計額４８２万７８２２円を控除した後の金額（国税通則

法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

(4) 申告納税額                  ３７３４万６２００円 

上記金額は，次のアの算出税額から，イの源泉徴収税額を差し引いた後

の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。 

      ア 算出税額                 ４４８９万６０００円 

          上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１億１９２３万円に所得税法（平

成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定の税率を乗じて

算出した金額である。 

      イ 源泉徴収税額                ７５４万９８００円 

          上記金額は，原告Ｐ５確定申告と原告Ｐ５更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂホ２），当事者間に争いがない。 

    (5) 納付すべき税額               ３４４８万７０００円 

        上記金額は，前記(4)の申告納税額から，原告Ｐ５確定申告と原告Ｐ５更正

処分で一致する予定納税額２８５万９２００円（甲Ｂホ２）を差し引いた後

の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後

のもの）である。 

６ 原告Ｐ６ 

(1) 総所得金額                            １億２６３２万０３７９円 

上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの給与所得の金額及びウの雑

所得の金額と，エの長期譲渡所得の金額及びオの一時所得の金額の各２分の

１に相当する金額との合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 不動産所得の金額               ９４６万５５０４円 
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上記金額は，原告Ｐ６修正申告における金額であり（甲Ｂヘ２），被告

が本件訴訟において主張する原告Ｐ６の不動産所得の金額から，原告Ｐ６

の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額１２４万９５８８円を控除

した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除けば，原告Ｐ６の

不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

イ 給与所得の金額               ３７８５万８０００円 

上記金額は，原告Ｐ６修正申告と原告Ｐ６更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂヘ２），当事者間に争いがない。 

ウ 雑所得の金額               ２１１５万９９３５円 

上記金額は，原告Ｐ６修正申告における金額であり（甲Ｂヘ２），被告

が本件訴訟において主張する原告Ｐ６の雑所得の金額から，原告Ｐ６の出

資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額３８７４万８５３８円を控

除した金額と一致するものである（本件ローン債務免除益を除けば，原告

Ｐ６の雑所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

エ 長期譲渡所得の金額             ７６１７万５７５５円 

上記金額は，原告Ｐ６修正申告と原告Ｐ６更正処分で一致するもの（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり（甲Ｂ

ヘ２，甲Ｂヘ３），当事者間に争いがない。 

オ 一時所得の金額               ３９４９万８１２６円 

 上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ６

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ６の出資

割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定する

一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号によ

る２分の１相当額算定前のもの）である。 

(ア) 原告Ｐ６の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

３８７４万８５３８円 
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上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出資金

等一覧表のとおり，原告Ｐ６の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ６の一時所得に該当する。 

(イ) 原告Ｐ６の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

１２４万９５８８円 

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等一覧

表のとおり，原告Ｐ６の出資割合に応じた部分の金額であり，本文中の

判断のとおり，原告Ｐ６の一時所得に該当する。 

(2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ３３１２万６７２１円 

上記金額は，原告Ｐ６修正申告と原告Ｐ６更正処分で一致するものであり

（甲Ｂヘ２），当事者間に争いがない。 

(3) 所得控除の額の合計額                          ２９８万３１６５円 

上記金額は，原告Ｐ６修正申告と原告Ｐ６更正処分で一致するものであり

（甲Ｂへ２），当事者間に争いがない。 

(4) 課税される所得金額 

ア 課税総所得金額                    １億２３３３万７０００円 

上記金額は，上記(1)の総所得金額１億２６３２万０３７９円から上記

(3)の所得控除の額の合計額２９８万３１６５円を控除した後の金額（国税

通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額     ３３１２万６０００円 

上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額３３１２万６７２

１円から国税通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨て

た後の金額である。 
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(5) 納付すべき税額                              ３７２２万５６００円 

上記金額は，次のアの算出税額から，イの源泉徴収税額を差し引いた後の

金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。 

ア 算出税額                      ４８８５万７６２０円 

上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の上場株

式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額         ４６５３万８８００円 

上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額１億２３３３万７０００円に

所得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定

の税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

   ２３１万８８２０円 

上記金額は，前記(4)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額３３

１２万６０００円に租税特別措置法３７条の１１第１項所定の税率

（７％）を乗じて算出した金額である。 

イ 源泉徴収税額                 １１６３万１９３７円 

上記金額は，原告Ｐ６修正申告と原告Ｐ６更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂヘ２），当事者間に争いがない。 

７ 原告Ｐ７ 

    (1) 総所得金額                １億５４７７万５３０８円 

上記金額は，次のアの不動産所得の金額と，ウの長期譲渡所得の金額及

びエの一時所得の金額の各２分の１に相当する金額との合計額である（所

得税法２２条２項）。なお，マイナスとなっているイの雑所得の金額につ

いては，損益通算をすることができない。 

      ア 不動産所得の金額               ３３２万５９９６円 
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上記金額は，原告Ｐ７確定申告における金額であり（甲Ｂト２），被

告が本件訴訟において主張する原告Ｐ７の不動産所得の金額から，原告

Ｐ７の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額２１２万４３００円を

控除した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除けば，原告

Ｐ７の不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

      イ 雑所得の金額               △１９１万２４８９円 

上記金額は，原告Ｐ７確定申告における金額であり（甲Ｂト４），被

告が本件訴訟において主張する原告Ｐ７の雑所得の金額から，原告Ｐ７

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額６５８７万２５１４円

を控除した金額と一致するものである（本件ローン債務免除益を除けば，

原告Ｐ７の雑所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。

なお，金額の前の△は損失の金額を表す。 

      ウ 長期譲渡所得の金額          ２億３５４０万１８１１円 

          上記金額は，原告Ｐ７確定申告と原告Ｐ７更正処分で一致するもの（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり（甲

Ｂト２，甲Ｂト３），当事者間に争いがない。 

      エ 一時所得の金額              ６７４９万６８１４円 

上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ７

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ７の出

資割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定す

る一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号に

よる２分の１相当額算定前のもの）である。 

(ア) 原告Ｐ７の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

６５８７万２５１４円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為

を受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出



160 

資金等一覧表のとおり，原告Ｐ７の出資割合に応じた部分の金額であ

り，本文中の判断のとおり，原告Ｐ７の一時所得に該当する。 

        (イ) 原告Ｐ７の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

２１２万４３００円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を

受けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等

一覧表のとおり，原告Ｐ７の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ７の一時所得に該当する。 

    (2) 所得控除の額の合計額             ２６５万１５３０円 

        上記金額は，原告Ｐ７確定申告と原告Ｐ７更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂト２），当事者間に争いがない。 

    (3) 課税される所得金額（課税総所得金額）  １億５２１２万３０００円 

        上記金額は，上記(1)の総所得金額１億５４７７万５３０８円から上記

(2)の所得控除の額の合計額２６５万１５３０円を控除した後の金額（国税

通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

    (4) 納付すべき税額               ５８０５万３２００円 

上記金額は，上記(3)の課税総所得金額１億５２１２万３０００円に所得

税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定の税率を

乗じて算出した金額である。 

８ 原告Ｐ８ 

(1)  総所得金額               ２億８１３２万８５２５円 

上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの配当所得の金額，ウの給与

所得の金額及びエの雑所得の金額と，オの長期譲渡所得の金額及びカの一時

所得の金額の各２分の１に相当する金額との合計額である（所得税法２２条

２項）。 
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ア 不動産所得の金額                 ７４万６７７９円 

上記金額は，原告Ｐ８確定申告における金額であり（甲Ｂチ２），被告

が本件訴訟において主張する原告Ｐ８の不動産所得の金額から，原告Ｐ

８の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額２４９万９１７６円を控

除した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除けば，原告Ｐ

８の不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

イ 配当所得の金額               ３５６８万１３００円 

          上記金額は，原告Ｐ８確定申告と原告Ｐ８更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂチ２），当事者間に争いがない。 

      ウ 給与所得の金額               ９８３３万５０００円 

          上記金額は，原告Ｐ８確定申告と原告Ｐ８更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂチ２），当事者間に争いがない。 

エ 雑所得の金額                   ７９万６６２０円 

上記金額は，原告Ｐ８確定申告における金額であり（甲Ｂチ２），被告

が本件訴訟において主張する原告Ｐ８の雑所得の金額から，原告Ｐ８の

出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額７７４９万７０７６円を

控除した金額と一致するものである（本件ローン債務免除益を除けば，

原告Ｐ８の雑所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

オ 長期譲渡所得の金額           ２億１２０４万１４０１円 

          上記金額は，原告Ｐ８確定申告と原告Ｐ８更正処分で一致するもの（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり（甲Ｂ

チ２，甲Ｂチ３），当事者間に争いがない。 

      カ 一時所得の金額                ７９４９万６２５２円 

上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ８

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ８の出

資割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定す
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る一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号に

よる２分の１相当額算定前のもの）である。 

        (ア) 原告Ｐ８の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

７７４９万７０７６円 

上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出資金

等一覧表のとおり，原告Ｐ８の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ８の一時所得に該当する。 

(イ)  原告Ｐ８の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

２４９万９１７６円 

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等一覧

表のとおり，原告Ｐ８の出資割合に応じた部分の金額であり，本文中の

判断のとおり，原告Ｐ８の一時所得に該当する。 

    (2) 株式等に係る譲渡所得等の金額                ０円 

        上記金額は，原告Ｐ８確定申告と原告Ｐ８更正処分で一致するものであり

（甲Ｂチ２），当事者間に争いがない。 

    (3) 所得控除の額の合計額             ３１３万７３６６円 

        上記金額は，原告Ｐ８確定申告と原告Ｐ８更正処分で一致するものであり

（甲Ｂチ２），当事者間に争いがない。 

(4) 課税される所得金額 

ア 課税総所得金額             ２億７８１９万１０００円 

上記金額は，上記(1)の総所得金額２億８１３２万８５２５円から上記

(3)の所得控除の額の合計額３１３万７３６６円を控除した後の金額（国

税通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のも

の）である。 
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      イ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額             ０円 

          上記金額は，上記(2)の株式等に係る譲渡所得等の金額が０円であること

から０円となる。 

(5) 申告納税額                 ６４０２万９１００円 

上記金額は，次のアの算出税額から，イの配当控除の額及びウの源泉徴収

税額を差し引いた後の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満

の端数を切り捨てた後のもの）である。 

      ア 算出税額               １億０８４８万０４００円 

          上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の株式等

に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

        (ア)  課税総所得金額に対する税額     １億０８４８万０４００円 

            上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額２億７８１９万１０００円に

所得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定

の税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額     ０円 

上記金額は，前記(4)イの株式等に係る課税譲渡所得等の金額が０円で

あることから０円となる。 

      イ 配当控除の額                １７８万４０６５円 

          上記金額は，上記(1)イの配当所得の金額３５６８万１３００円に，所得

税法９２条１項所定の１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

      ウ 源泉徴収税額               ４２６６万７１８４円 

          上記金額は，原告Ｐ８確定申告と原告Ｐ８更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂチ２），当事者間に争いがない。 

    (6) 納付すべき税額               ６０２４万４１００円 

        上記金額は，前記(5)の申告納税額から，原告Ｐ８確定申告及び原告Ｐ８更

正処分で一致する予定納税額３７８万５０００円（甲Ｂチ２）を差し引いた
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後の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。 

９ 原告Ｐ９ 

    (1) 総所得金額               １億５５３３万６６８９円 

        上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの配当所得の金額，ウの給与

所得の金額及びエの雑所得の金額と，オの長期譲渡所得の金額及びカの一時

所得の金額の各２分の１に相当する金額との合計額である（所得税法２２条

２項）。 

   ア 不動産所得の金額                １７万３０２０円 

上記金額は，原告Ｐ９確定申告における金額であり（甲Ｂリ２），被告

が本件訴訟において主張する原告Ｐ９の不動産所得の金額から，原告Ｐ

９の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額１７４万９４２３円を控

除した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除けば，原告Ｐ

９の不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 

イ 配当所得の金額              １１９５万２０００円 

       上記金額は，原告Ｐ９確定申告と原告Ｐ９更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂリ２），当事者間に争いがない。 

      ウ 給与所得の金額              ５５３０万００００円 

        上記金額は，原告Ｐ９確定申告と原告Ｐ９更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂリ２），当事者間に争いがない。 

      エ 雑所得の金額                 ７６２万５１０８円 

上記金額は，原告Ｐ９確定申告における金額であり（甲Ｂリ２），被告

が本件訴訟において主張する原告Ｐ９の雑所得の金額から，原告Ｐ９の

出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額５４２４万７９５３円を

控除した金額と一致するものである（本件ローン債務免除益を除けば，

原告Ｐ９の雑所得が上記金額となることは，当事者間に争いがない。）。 
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      オ 長期譲渡所得の金額          １億０５０７万５７４７円 

          上記金額は，原告Ｐ９確定申告と原告Ｐ９更正処分で一致するもの（所

得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり（甲Ｂ

リ２，甲Ｂリ３），当事者間に争いがない。 

      カ 一時所得の金額              ５５４９万７３７６円 

 上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ９

の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ９の出資

割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規定する

一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２号によ

る２分の１相当額算定前のもの）である。 

        (ア) 原告Ｐ９の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 

５４２４万７９５３円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出資金

等一覧表のとおり，原告Ｐ９の出資割合に応じた部分の金額であり，本

文中の判断のとおり，原告Ｐ９の一時所得に該当する。 

        (イ) 原告Ｐ９の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

１７４万９４２３円 

上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等一覧

表のとおり，原告Ｐ９の出資割合に応じた部分の金額であり，本文中の

判断のとおり，原告Ｐ９の一時所得に該当する。 

    (2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ９３５万９６２１円 

        上記金額は，原告Ｐ９確定申告と原告Ｐ９更正処分で一致するものであり

（甲Ｂリ２），当事者間に争いがない。 

(3) 所得控除の額の合計額             １２３万８８８０円 
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        上記金額は，原告Ｐ９確定申告と原告Ｐ９更正処分で一致するものであり

（甲Ｂリ２），当事者間に争いがない。 

    (4) 課税される所得金額 

ア 課税総所得金額            １億５４０９万７０００円 

          上記金額は，上記(1)の総所得金額１億５５３３万６６８９円から上記

(3)の所得控除の額の合計額１２３万８８８０円を控除した後の金額（国

税通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のも

の）である。 

      イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    ９３５万９０００円 

          上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額９３５万９６２１

円から国税通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨て

た後の金額である。 

(5) 申告納税額                 ３７６９万８９００円 

上記金額は，次のアの算出税額から，イの配当控除の額及びウの源泉徴収

税額を差し引いた後の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満

の端数を切り捨てた後のもの）である。 

      ア 算出税額                 ５９４９万７９３０円 

          上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の上場株

式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

        (ア) 課税総所得金額に対する税額       ５８８４万２８００円 

            上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額１億５４０９万７０００円に

所得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定

の税率を乗じて算出した金額である。 

        (イ) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

  ６５万５１３０円 

            上記金額は，前記(4)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額９３
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５万９０００円に租税特別措置法３７条の１１第１項所定の税率（７％）

を乗じて算出した金額である。 

      イ 配当控除の額                     ５９万７６００円 

        上記金額は，前記(1)イの配当所得の金額１１９５万２０００円に，所得

税法９２条１項所定の１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

      ウ 源泉徴収税額               ２１２０万１３４０円 

          上記金額は，原告Ｐ９確定申告と原告Ｐ９更正処分で一致するものであ

り（甲Ｂリ２），当事者間に争いがない。 

    (6) 納付すべき税額               ３６８９万７９００円 

        上記金額は，前記(5)の申告納税額から，原告Ｐ９確定申告と原告Ｐ９更正

処分で一致する予定納税額８０万１０００円（甲Ｂリ２）を差し引いた後の

金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。 

10 原告Ｐ１０ 

    (1) 総所得金額               ４億１７５５万９５０４円 

        上記金額は，次のアの不動産所得の金額，イの配当所得の金額，ウの給与

所得の金額及びエの雑所得の金額と，オの長期譲渡所得の金額及びカの一時

所得の金額の各２分の１に相当する金額との合計額である（所得税法２２条

２項）。 

      ア 不動産所得の金額              １８７万９０６６円 

上記金額は，原告Ｐ１０確定申告に係る確定申告書に記載された不動産

所得の金額１９７万９０６６円から，租税特別措置法２５条の２第１項１

号に規定する青色申告特別控除額１０万円を控除した後の金額であり（甲

Ｂヌ２），被告が本件訴訟において主張する原告Ｐ１０の不動産所得の金

額から，原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額３７４万

８７６５円を控除した金額と一致するものである（本件手数料免除益を除
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けば，原告Ｐ１０の不動産所得が上記金額となることは，当事者間に争

いがない。）。 

      イ 配当所得の金額              ８５６８万７８７５円 

          上記金額は，原告Ｐ１０確定申告と原告Ｐ１０更正処分で一致するもの

であり（甲Ｂヌ２），当事者間に争いがない。 

      ウ 給与所得の金額            １億２１１３万５０００円 

          上記金額は，原告Ｐ１０確定申告と原告Ｐ１０更正処分で一致するもの

であり（甲Ｂヌ２），当事者間に争いがない。 

      エ 雑所得の金額                ４７９万０５７５円 

上記金額は，原告Ｐ１０確定申告における金額であり（甲Ｂヌ２），被

告が本件訴訟において主張する原告Ｐ１０の雑所得の金額から，原告Ｐ

１０の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額１億１６２４万５

６１２円を控除した金額と一致するものである（本件ローン債務免除益を

除けば，原告Ｐ１０の雑所得が上記金額となることは，当事者間に争い

がない。）。 

      オ 長期譲渡所得の金額          ２億８８６３万９５９９円 

          上記金額は，原告Ｐ１０確定申告と原告Ｐ１０更正処分で一致するもの

（所得税法２２条２項２号による２分の１相当額算定前のもの）であり

（甲Ｂヌ２，甲Ｂヌ３），当事者間に争いがない。 

      カ 一時所得の金額            １億１９４９万４３７７円 

上記金額は，所得税法３４条２項の規定に従って，次の(ア)の原告Ｐ１

０の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額と(イ)の原告Ｐ１０

の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額の合計額から，同条３項に規

定する一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額（同法２２条２項２

号による２分の１相当額算定前のもの）である。 

        (ア) 原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件ローン債務免除益の金額 
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１億１６２４万５６１２円 

            上記金額は，本件組合が本件融資銀行から本件ローン債務免除行為を

受けたことによって生じた本件ローン債務免除益のうち，別紙３出資金

等一覧表のとおり，原告Ｐ１０の出資割合に応じた部分の金額であり，

本文中の判断のとおり，原告Ｐ１０の一時所得に該当する。 

        (イ) 原告Ｐ１０の出資割合に応じた本件手数料免除益の金額 

３７４万８７６５円 

            上記金額は，本件組合が本件業務執行者から本件手数料免除行為を受

けたことによって生じた本件手数料免除益のうち，別紙３出資金等一覧

表のとおり，原告Ｐ１０の出資割合に応じた部分の金額であり，本文中

の判断のとおり，原告Ｐ１０の一時所得に該当する。 

    (2) 上場株式等の譲渡所得等の金額         ２２２万４２８７円 

        上記金額は，原告Ｐ１０が株式等の取引を行っていたＰ２２証券株式会社

本店が発行した原告Ｐ１０に係る平成１９年分の年間取引報告書の記載に基

づき，譲渡の対価の額５３９７万５０００円から取得費及び譲渡に要した費

用の額等５１７５万０７１３円を控除した金額であり（甲Ｂヌ２），当事者

間に争いがない。 

    (3) 所得控除の額の合計額             ３０３万６１６６円 

        上記金額は，原告Ｐ１０確定申告と原告Ｐ１０更正処分で一致するもので

あり（甲Ｂヌ２），当事者間に争いがない。 

    (4) 課税される所得金額 

ア 課税総所得金額            ４億１４５２万３０００円 

上記金額は，上記(1)の総所得金額４億１７５５万９５０４円から上記

(3)の所得控除の額の合計額３０３万６１６６円を控除した後の金額（国

税通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のも

の）である。 
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      イ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額    １５８万００００円 

上記金額は，上記(2)の上場株式等の譲渡所得等の金額２２２万４２８７

円から原告Ｐ１０が確定申告書に記載した前年から繰り越された株式等

に係る譲渡損失の金額６４万３７２４円を控除した後の金額（国税通則法

１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）であ

る。 

(5) 申告納税額                 ９７０３万１０００円 

上記金額は，次のアの算出税額から，イの配当控除の額及びウの源泉徴収

税額を差し引いた後の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満

の端数を切り捨てた後のもの）である。 

      ア 算出税額               １億６３１２万３８００円 

          上記金額は，次の(ア)の課税総所得金額に対する税額及び(イ)の上場株

式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

        (ア) 課税総所得金額に対する税額     １億６３０１万３２００円 

            上記金額は，前記(4)アの課税総所得金額４億１４５２万３０００円に

所得税法（平成２５年法律第５号による改正前のもの）８９条１項所定

の税率を乗じて算出した金額である。 

        (イ) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

  １１万０６００円  

上記金額は，前記(4)イの上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額１５

８万円に租税特別措置法３７条の１１第１項所定の税率（７％）を乗じ

て算出した金額である。 

      イ 配当控除の額                ４２８万４３９３円 

          上記金額は，上記(1)イの配当所得の金額８５６８万７８７５円に，所得

税法９２条１項所定の１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

      ウ 源泉徴収税額               ６１８０万８３７６円 
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          上記金額は，次の(ア)の上場株式等の譲渡所得等に係る源泉徴収税額及

び(イ)の(ア)以外の源泉徴収税額の各金額の合計額である。 

        (ア) 上場株式等の譲渡所得等に係る源泉徴収税額  １５万５６９７円 

            上記金額は，原告Ｐ１０が株式等の取引を行っていたＰ２２証券株式

会社本店が発行した原告Ｐ１０に係る平成１９年分の年間取引報告書に

源泉徴収税額として記載された金額であり（甲Ｂヌ２），当事者間に争

いがない。 

        (イ) (ア)以外の源泉徴収税額          ６１６５万２６７９円 

            上記金額は，原告Ｐ１０の保有するＰ２３株式会社株式から生じる平

成１９年分の配当所得に係る源泉徴収税額１７１３万７５７５円及び原

告Ｐ１０が同社から得た平成１９年分の給与所得に係る源泉徴収税額４

４５１万５１０４円の合計額であり（甲Ｂヌ２），当事者間に争いがな

い。 

    (6) 納付すべき税額                ８８８０万６２００円 

        上記金額は，前記(5)の申告納税額から，原告Ｐ１０確定申告と原告Ｐ１０

更正処分で一致する予定納税額８２２万４８００円（甲Ｂヌ２）を差し引い

た後の金額（国税通則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨て

た後のもの）である。 

以上 


